
第６３回 技術情報検討会 議事次第 

 

1. 日時：令和６年１月２５日（木） １０：００～１２：００ 

 

2. 場所：原子力規制委員会 １３階Ａ会議室 （TV会議システムを利用） 

 

3. 議題 

  (1) 国内外の原子力施設の事故・トラブル情報 

  1) PRAに用いる機器故障率のためのデータ収集について 

（説明者） 米林 賢二 原子力規制部検査グループ検査監督総括課検査評価室 上席検

査監視官 

  2) 要対応技術情報：回路の故障が２次火災又は設備の損傷を誘発させる可能性に関す

る調査結果 

（説明者） 齋藤 健一 原子力規制部原子力規制企画課火災対策室長 

3）  米国 PWRの炉心そう溶接部で発見された亀裂に関する事業者の対応 

（説明者） 小嶋 正義 技術基盤グループシステム安全研究部門 統括技術研究調査官 

 

(2) 安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見 

1) 最新知見のスクリーニング状況の概要（自然ハザード以外に関するもの）（案） 

・High burnup fuel source term accident sequence analysis 

（説明者） 星 陽崇 技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 上席技術研究調査官 

2) 伊豆鳥島近海で近年発生した津波の特徴と 2023年 10月 9日津波の発生原因の推

察 

（説明者） 道口 陽子 技術基盤グループ地震・津波研究部門 主任技術研究調査官 

 

 

配布資料 

議題(1) 

資料６３－１－１ PRAに用いる機器故障率のためのデータ収集について 

資料６３－１－２ 要対応技術情報：回路の故障が２次火災又は設備の損傷を誘発さ

せる可能性に関する調査結果 

資料６３－１－３ 米国 PWRの炉心そう溶接部で発見された亀裂に関する事業者の対

応 

議題(2) 

資料６３－２－１ 最新知見のスクリーニング状況の概要（自然ハザード以外に関するも

の）（案） 

資料６３－２－２ 伊豆鳥島近海で近年発生した津波の特徴と 2023年 10月 9日津波

の発生原因の推察 

資料１－３ 
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 PRAに用いる機器故障率のためのデータ収集について 

 

令 和 ６ 年 １ 月 ２ ５ 日 

検 査 監 督 総 括 課 

シビアアクシデント研究部門 

 

１．はじめに 

確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）を実施する際、プラントを構成し、

事故の起因となる機器の故障確率（以下「機器故障率」という。）が入力値とな

る。この機器故障率は、これまで事業者等によって故障実績が収集され、データ

集としてまとめられてきた。最近では、一般財団法人電力中央研究所（以下「電

中研」という。）が事業者とともに故障実績の収集方法及び機器故障率のデータ

集を整備してきた。 

令和 3 年 9 月に電中研及び事業者がまとめた機器故障率のデータ集「国内原

子力発電所の PRA 用一般機器信頼性パラメータの推定（令和 3年 9月）」（以下

「データ集」という。）が公開され、そこに故障実績の収集方法が記載されてい

たことから、原子力規制庁（以下「規制庁」という。）において内容を確認した

ところ、収集対象となる故障として「完全機能故障」のみが対象とされ、当初は

所定の安全機能を発揮した機器であっても、時間の経過とともに劣化が拡大し、

使命時間（安全機能を有する機器が動作を継続しなければならない時間）内に機

能喪失に至りうるような故障事例が、収集対象とならないおそれがあることが

わかった（米国では収集されている）。 

令和 5 年１月 31 日の第 57 回技術情報検討会において、規制庁は本件につい

て説明し、電中研及び事業者による故障実績の収集が実態よりも過小になる可

能性があることを報告した。その際、米国における故障実績の収集実態について、

規制庁において調査すべきであるとの意見があった。 

その後、電中研による故障実績の収集方法が「確率論的リスク評価（PRA）の

ための機器信頼性データ収集実施ガイド」（以下「収集ガイド」という。）として、

令和 5年 5月に公表された（添付 1参照）。 

今般、規制庁はこの収集ガイドの内容を確認し、気付き事項を電中研に提示し

たところ、令和 5 年 9 月 28 日の面談で回答を得たことから（添付 2 参照)、そ

の概要及び当該回答に対する規制庁の見解と今後の対応について報告する。 

  

資料６３－１－１ 

<技術情報検討会資料> 

技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体 

であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。 
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２．電中研が公表した収集ガイドの特徴1 

電中研は、以下の点に留意し、収集ガイドを作成したとしている。 

〇機器母集団は、従来は許認可図面の機器から抽出して構成したが、収集ガ

イドでは、各プラントの PRAモデル用系統図の機器から構成する。 

〇故障件数は、従来は原子力施設情報公開ライブラリー（NUCIA）の登録情

報から抽出したが、収集ガイドでは、品質マネジメントシステムにおける

機器の不適合情報から抽出する。 

〇起動デマンド数や機器運転時間2は、従来は 1サイクル分3に年数を乗じる

概算であったが、収集ガイドでは、プラント内の情報から直接収集する。 

なお、令和 5年 4月 20日に実施した規制庁と原子力エネルギー協議会及び

電中研との面談において電中研は、事業者に故障実績の収集方法を説明する際

には、使命時間中に要求される機能を満足するかどうかも考慮して故障を判断

する旨伝えていたとし、令和 5年 5月発行予定（面談当時）のデータ収集ガイ

ドにその判断基準も追記すると説明した。 

規制庁は、令和 5年 5月に公開されたデータ収集ガイドにおいて、使命時間

中に機能維持ができない場合は故障と判断する旨の記載があることを確認し

た。 

   

 

３．収集ガイドの規定に対する規制庁と電中研及び事業者とのやりとり 

規制庁からは10の気付き事項を提示したが、そのうち重要な項目は以下の３．

１～３．５に示す 5 項目である。この 5項目以外は、記載の適正化に関するもの

等であり、各事業者が回答の方針に沿って対処していくことを今後面談等で確

認する。 

  

３．１ モデル化されていない故障モードのデータの未収集 

（ガイドの規定）4 

ある機器で内部リーク等の不具合があっても、当該 PRA でそれをモデル化し

ていない場合、データ収集は不要である。【3.2.3(6)】 

（規制庁の気付き事項） 

現在の事業者の PRA モデルでは、ある故障モードが発生しても、系統上安全

機能の喪失に至らない場合は不要として、当該故障が必ずしもモデル化されて

いないことがある。しかし、本来、機器故障そのものは、プラント毎の PRAモデ

 
1 第 8回検査制度に関する意見交換会合(令和 4 年 3月 29 日)資料 1-5「国内原子力発電所の一般機器故障率の推定

（PRA 用原子力機器信頼性パラメータの整備）一般財団法人電力中央研究所」に基づく。  
2 起動デマンド数とは安全機能要求が発動した回数であり、機器運転時間とは機器が供用されている時間をいう。 
3 定期検査後に原子炉を起動し、再び定期検査に入るため停止するまでの間 
4【 】内は「確率論的リスク評価(PRA)のための機器信頼性データ収集実施ガイド」の章の項目である。 
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ルの違いによって発生が左右されるものではなく、リスク情報の客観性を向上

させるために網羅的に機器故障率を収集する観点からは、可能な限り全ての故

障モードを収集対象とすべきである。 

 例えば、電動弁（海水)の作動失敗に関するデータ収集対象は 27 基であるが、

外部リークの収集対象はこのうち 8基のみである（添付 3参照）。これは、個別

プラントのモデル化の程度によりデータ収集の範囲が限定されたためと考えら

れる。その結果、電動弁（海水)の外部リーク率が過小評価されているおそれが

ある。 

（電中研及び事業者の回答) 

同じ電動弁の同じ規模のリークであっても、ある系統では機能喪失となり、

別の系統では機能喪失にはならない場合がある。このような場合は、当該弁の運

用方法も異なっており、機能喪失とはならなかった系統のリーク事象を故障と

してカウントし、それを機能喪失した系統の信頼性評価に用いるのは適切では

ない。 

また電動弁（海水）の例では、27基の電動弁機器母集団の中から 8基のみを

リーク故障のカウント対象としていれば過小評価だが、8基でモデル化している

電動弁（外部リーク）機器母集団の中から 8 基の外部リークを収集しているの

で問題はない。 

ただし、PRA でモデル化されていない機器の故障データが活用できるかどう

かは、今後、産業界内で収集方法を検討する。 

（規制庁の対応方針） 

 PRA のモデル化の範囲に左右されない故障データの採取方法を事業者が検討

し、それをガイドに反映するとともに、改訂されたガイドによる網羅的なデータ

収集を行うよう要請する。 

 

３．２ 不明確な人的過誤の扱い 

（ガイドの規定） 

運転時誤操作による機器の機能喪失事象は、PRA 上は人間信頼性解析で別途

モデル化するため、故障実績としてのデータ収集は不要である。【3.2.3(3)】 

（規制庁の気付き事項) 

日本原子力学会の PRAデータ収集に係る民間規格5（以下「実施基準」という。）

では、「試験又は保守後の人的過誤及び計器の校正ミスから生じる故障が、系統

のモデルに明示的に含まれている場合は、このような人的過誤は機器のハード

ウェアの故障原因に含めるべきでない。（略）しかし、PRA モデルの中にこのよ

うな人的過誤が明示的に含まれていない場合もある。そのときには、人的過誤に

 
5 日本原子力学会標準 原子力発電所の確率論的リスク評価用のパラメータ推定に関する実施基準：2015 (AESJ SC 

RK001:2015) 

 4 



4 

 

よる寄与を該当する機器故障率又は確率に含めるべきである。」という記載があ

るが、収集ガイドでは、そのようになっていない。 

また、非常用ディーゼル発電機（以下「DG」という。)の機器バウンダリ内の

インジケータコック弁6を運転員が閉め忘れた事例を当該 DGの所有事業者は、誤

操作が原因の不具合のため故障から除外していた。そこで規制庁は、モデル化さ

れていない人的過誤は機器故障とすべきとコメントしたところ、個別プラント

の PRAでモデル化する旨の回答があった。 

しかし、このような人的過誤は機器故障率に含めた方が、モデル化は容易で

あり、プラント毎の PRA モデルの違いに左右されずに機器故障データを収集で

きる。データ収集の可否を後段の PRAモデルに依存する形で運用することは PRA

データの均一性が損なわれるおそれがある。 

（電中研及び事業者の回答） 

実施基準の当該記載は、「起因事象発生前の人的過誤」についての記載であり、

収集ガイドも「起因事象発生前の人的過誤」を故障データの収集対象としている

ため、実施基準と矛盾していない。 

DG のインジケータコック弁閉め忘れの事例について、当該 DG の所有事業者

は、PRAモデル上、定期試験時等での運転員による人的過誤は、設備本体の弁操

作であっても運転員が手順に従い操作する弁であれば、人的過誤として考慮す

る対象とし、機器故障のカウントはしないとしている。 

今後、人的過誤による機器故障の事例は、PRAの事故シーケンスを構成するか

どうかを検討し、事故シーケンスを構成する場合は、全体のリスクへの有意な影

響の有無を判断し、影響があれば、人的過誤でモデル化するか機器故障で考慮す

る。また、影響が小さくモデル化しなかった場合は，その理由を明文化して残す

ことを検討中である。 

（規制庁の対応方針） 

DGのインジケータコック弁閉め忘れ事例は「起因事象発生前の人的過誤」で

あり、当該 DG を有する事業者の回答は、収集ガイドの考え方と異なっている。

また別の事業者もタービン動補助給水ポンプの定期起動試験前点検時（起因事

象発生前に相当）に運転員が誤って弁のハンドルに接触し、その後当該試験に失

敗した事例を誤操作が原因の不具合のため機器故障から除外したと回答してい

る。（PRA上、人的過誤としてモデル化されていない）。 

以上のことから、収集ガイドの意図が適切に伝わるようにガイドを改訂し、

これを周知することを要請する。 

 

 

 
6シリンダ毎に設置されており、起動前の準備として、シリンダ内に溜まったガスを排出するために使用する。運転中

及び待機中は閉とするが、起動前及びターニングの際には弁を開けてシリンダ内のガスを排出する。 
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３．３ 営業運転開始前データの未収集 

（ガイドの規定） 

データ収集期間を営業運転開始以降とする。【3.2.2】 

（規制庁の気付き事項) 

収集ガイドでは、データ収集期間として「保安規定などで機能が要求されて

いる期間」も記載されているが、営業運転開始の起点は、機器に要求されるオペ

ラビリティと技術的に無関係なため、営業運転開始前であっても、保安規定の適

用期間中に機能要求を満たさなければ、故障とすべきである。  

 事業者は、試運転期間中（建設段階）の DGの定例試験での LCO 逸脱事例を営

業運転開始以前のため、故障としていないが、これは原子炉起動後 100%電気出

力に到達した日から約 1 ヶ月後に発生したものであり、通常運転時と同じプラ

ント状態であった。 

（電中研及び事業者の回答） 

機器故障の収集期間は、通常の安定した運転状態における機器の故障を取り

扱うため、「試運転期間」という非常に特殊な運転モードを除き、営業運転開始

以降の故障を収集している。 

当該 DGの故障原因は、メーカーの製作時のボルト締め付けが不十分であった

ためであり、製作後の DGの初期故障であることから、通常状態の故障とすべき

ではない。 

収集ガイドの記載は「営業運転開始以降に保安規定などで機能が要求されて

いる期間…」へと次回改訂する。 

（規制庁の対応方針） 

当該 DGの事例の原因は保守不良であり、同様の故障は既設プラントでも発生

していることを踏まえれば、試運転特有の故障とは言えないことから、建設段階

の試運転時であっても、保安規定などで機能が要求されている期間中は故障と

するとともに、既設プラントにおける設備の新設、改造時にあっては、営業運転

開始の時期にかかわらず、当該設備に係る最終の使用前事業者検査合格後の不

具合は、故障とするようガイドを改訂し、周知することを要請する。 

 

３．４ 起動失敗と継続運転失敗の分かりにくい定義 

（ガイドの規定） 

DG の起動失敗を「要求時に起動しないか、起動直後に自動停止する故障及び

手動停止する必要のある故障」と定義し、それを直接判断できるものとして「遮

断器投入後、基準を要求時間7内に負荷が確立できない(確立しなかった)場合」

とし、継続運転失敗はそれ以外としている。【3.2.3(7)、附録表 A】 

（規制庁の気付き事項） 

 
7 事業者の設置(変更)許可申請書に記載されている非常用ディーゼル発電機が信号を受け起動し、電圧を確立するまで

の時間 

 6 



6 

 

電中研及び事業者は DG のガバナの応答性の低下により 1 分以内に過速度トリ

ップに至った事例8を「起動失敗」とせずに「継続運転失敗」としており、「起動

失敗」と「継続運転失敗」の分類が困難な定義となっている。 

「起動失敗」の考え方については、米国では起動後 1時間以内に生じた故障と

し、国内の実施基準では起動後 30分間程度までに生じた故障としているが、ど

のような理由で、冒頭の定義としたかについての理由が明示的に記載されてい

ない。 

（電中研及び事業者の回答） 

ガバナ不良による故障は、NUCIAと事業者情報から、電圧確立「後」に運転継

続した後に停止したので継続運転失敗と判断したものである。 

米国では起動失敗、起動後 1 時間以内の継続運転失敗及び起動後 1 時間以降

の継続運転失敗の 3 つに分けており、起動後 1 時間以内の故障は起動失敗では

ない。起動後 1 時間を境に故障率が変わるため継続運転失敗を２つに分けたと

している。我が国にはそのような知見がないため、今後はデータを蓄積したうえ

で、その要否を検討する。なお、国内の実施基準の分類は技術的根拠が乏しいこ

とから使っていない。 

（規制庁の対応方針） 

事業者の PRA モデルでは国内に十分な知見が無くとも、人的過誤値の計算な

どで既に米国の知見を幅広く採用しているほか、国内でも DG の 24 時間運転に

より長時間の運転データも蓄積されている。 

以上のことから、米国の知見と長時間運転データを活用して起動失敗と継続

運転失敗の分類基準を明確にするよう要請する。 

 

３．５ 外的要因による故障の未考慮のおそれ 

（ガイドの規定） 

機器の不具合の原因が、外的事象 PRA で対象とするハザードの場合は、デー

タ収集は不要である。【3.2.3(5)】 

（規制庁の気付き事項） 

外的事象 PRA の評価手法はまだ整備中かつ完成時期が未定であるほか、対象

範囲の詳細が明らかではないため、現時点において故障にカウントしないとす

ると、PRAによる評価結果が過小評価となるおそれがある。 

（電中研及び事業者の回答） 

外的事象による一部の機器故障を機器故障データベースに含めただけでは当

該事象によるリスク全体を評価できない。 

しかし、不適合事例を基に故障を判定し、それらを内的事象、外的事象で選

別し、見落としがないように記録を残してモデル化の要否の判定につなげるこ

 
8 NUCIAに拠れば、工場調査の結果、正常なガバナは起動後 0.2秒でエンジンの回転数が安定したが、不具合のあった

ガバナは 50秒かかったとのことから、要求基準時間内に負荷が確立できていない可能性がある。 
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とは可能であり、事業者の相互レビューで共通の対応策を検討する。 

（規制庁の対応方針） 

外的事象に係る不適合事例を収集し、このような事例が漏れなく外部事象 PRA

に含まれるように電中研の外部事象毎の PRA 実施ガイドに追記、公開するとと

もに、将来的には民間規格への反映を要請する。 

 

 

４．米国における活動の調査 

第 57 回技術情報検討会において調査の指示があった米国における故障実績

の収集実態については、現時点の調査結果を以下のとおり報告する。 

米国の事業者からの聞き取りによれば、米国原子力規制委員会（以下「NRC」

という。）が規則によって要求するメンテナンス・ルール（10 CFR 50.65）に基

づき、事業者は機器等のパフォーマンスや状態を監視している。プラントで何ら

かの不具合事象が発生すれば、事業者は 10 CFR 50.65に基づくプロセスによっ

て、自ら定めた性能の基準に照らして故障かどうかを判断している。故障と判断

された事案は、事業者が米国原子力発電運転協会（以下「INPO」という。）の故

障データベースに入力することになっており、この INPOの故障データベースは、

PRAに用いるか否かに関係なく、広く故障データを蓄積しているとのことであっ

た。 

他方、NRC及び米国アイダホ国立研究所によれば、両者は INPO の故障データ

ベースや、NRCが事業者から受領した Licensee Event Report 等の情報を元に、

PRAで用いるべき故障か否かについてのスクリーニングを実施し、そこで得られ

た故障データから平均機器故障率を算出している9。そのスクリーニングの際、

各事業者の PRA のモデル化の範囲にかかわらず、広く収集された故障データベ

ースを分析した上で、故障率を算出しているとのことであった。 

また、PRAにおける機器故障の取扱いにおいては、単独で故障するものだけで

はなく、共通の要因により複数の機器が故障する共通要因故障が重要であり、こ

の共通の要因としては、手順書の不備、環境要因等が考えられる10との考えが示

された。 

 

 

５．今後の対応 

今回の確認により、故障判断が事業者の PRA での故障モードのモデル化に依

 
9 S.A. Eide et al., Industry-Average Performance for Components and Initiating Events at U.S. Commercial 

Nuclear Power Plants, U.S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG/CR-6928 (INL/EXT-06-11119), January 2007. 
10 A. Mosleh, et al., Guidelines on Modeling Common-Cause Failures in Probabilistic Risk Assessment, U.S. 

Nuclear Regulatory Commission, NUREG/CR-5485 (INEEL/EXT-97-01327), June 1998. 
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存するなど、米国と異なり、人的過誤、外的要因等による不具合など共通要因故

障の要因となり得るようなものも含め、故障実績が網羅的に収集されないおそ

れがあると考えられることから、以下のとおり対応を進めていく。 

○上記３．１～３．５の規制庁の対応方針に従って、電中研及び事業者に改善を

要請する。その改善状況を確認して、意見の相違があれば議論していく。そ

の状況は、必要に応じて技術情報検討会に報告する。 

○故障データの収集に関する論点は、電中研が作成するデータ収集ガイドだけ

でなく、故障データの収集及び PRA の実施主体である事業者にも共通の課題

であることから、主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者との意見交換

会等も活用して、意見交換する。 

〇現時点では、規制庁は電中研が公表した国内故障率に係る品質確保の方針を

確認できないため、当面の間、原子力規制検査の検査指摘事項に対し定量的

な重要度評価を行う場合は、事業者が作成する PRA モデルに米国の故障率を

組み込んで算出した△CDFなども活用することを検討していく。 

 

 

 

 

添付 1 電力中央研究所報告「確率論的リスク評価（PRA）のための機器信頼性

データ収集実施ガイド（2023 年 5 月）（抜粋） 

添付 2 『電力中央研究所報告「確率論的リスク評価（PRA）のための機器信頼

性データ収集実施ガイド（2023 年 5 月）」に関する気付き』に対する

産業界の回答と今後の改善活動（2023 年 9 月 28 日 電力中央研究所

(NRRC)、原子力エネルギー協議会） 

添付 3 電力中央研究所報告「国内原子力発電所の PRA用一般機器信頼性パラメ

ータの推定」（2021 年 9 月）（抜粋） 
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添付１　電力中央研究所報告「確率論的リスク評価（PRA）のための機器信頼性データ収集実施ガイド（2023 年 5 月）（抜粋）
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2023 年９月 28 日 
電力中央研究所（NRRC） 
原子力エネルギー協議会 

『電力中央研究所報告「確率論的リスク評価（PRA）のための機器信頼性データ収集実施ガイド（2023年 5月）」に関する気付き』に対する産業界の回答と今後の改善活動 
 

No 項目 気付き事項 産業界の回答と今後の改善活動 

1 
人的過誤

の扱い 

 日本原子力学会が作成したパラメータ実施基準1「B2.2 故障(failure)の定義」(p27)では、試験又は保守後の

人的過誤や計測器の校正ミスから生じる故障が、PRA モデルの中に明示的に含まれている場合は、このよ

うな人的過誤は機器の故障に含めず人間信頼性解析で定量化するが、明示的に含まれていない場合は、人的

過誤による寄与を該当する機器故障率または確率に含めるべき、という要求がある。 

しかしデータ収集実施ガイド 3.2.3(b)「条件 b：運転時誤操作が原因の不適合」を除外(p8)では、運転時誤

操作による機器機能喪失事象は、PRA 上は人間信頼性解析で別途モデル化するためデータ収集から除外す

るとの記載のみである。 

 

こうした中、非常用ディーゼル発電機(DG)について確認したところ、機器バウンダリ範囲内の機器の運転

員による誤操作や並列後の出力増加操作ミスを故障から除外した事例(NUCIA8205,8827)が見られ、当該事

業者に理由を確認したところ、「ガイドの条件 b に基づき除外した」との回答があった。そこでモデル化さ

れていない人的過誤であれば故障とすべきコメントしたところ、個別プラントの PRA でモデル化する旨の

回答があった。 

しかし、DG のバウンダリ内には大量の弁があり、これらの個々の操作の人的過誤をモデル化するのは現

実的でなく、適切性確認済み PRA モデルでも機器バウンダリ内の弁等の操作はモデルされていない。また、

並列後の出力増加操作のような手動操作による信号発信のバックアップも適切性確認済み PRA モデルには

含まれておらず、これらはいずれも機器故障率に含める方がモデル化は容易である。 

特定のプラントに拠らない機器故障率を収集する観点からは、このような人的過誤を機器故障率に含め

ることで考え方を統一しないと適切な機器故障率が導出されないおそれがある。また、今回の DG の事例を

踏まえると、DG 以外の機器でも事業者全体で考え方が統一されていないことで、適切性な故障率が導出さ

れないおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用されている原子力学会基準で「（HRA に明示的に含まれていない場合は）機器故障率または確率に

含めるべき」としている人的過誤は「起因事象発生前の人的過誤、pre-initiator human failure events(HFEs)」

のことであり、NRRC データ収集ガイドで「機器故障データ収集対象から除外する」としている人的過誤は

「起因事象発生後の人的過誤、post-initiator human failure events(HFEs)」のことですので、両者を混同しない

ことが必要です。NRRC データ収集ガイドの「条件 b：運転時誤操作が原因の不適合」の項にも、“保守作業

時の計器誤較正、および、保守作業不良による機器健全性の喪失についても、本条件 b では除外せず、機器

故障データの収集対象とする。” と記載しているように、「起因事象発生前の人的過誤」は（HRA で扱わな

いで）機器故障データの収集対象とすることとしており、原子力学会基準とは矛盾しません。 

「起因事象発生前の人的過誤、pre-initiator human failure events(HFEs)」と「起因事象発生後の人的過誤、post-

initiator human failure events(HFEs)」については、下記 ASME/ANS RA-Sb-2013 “1-2.2 DEFINITIONS”を参照。 

◼ pre-initiator human failure events: human failure events that represent the impact of human errors committed 

during actions performed prior to the initiation of an accident (e.g., during maintenance or the use of 

calibration procedures) 

（注：メンテナンスや較正作業時の過誤で機器を機能喪失状態にしてしまったもの） 

◼ post-initiator human failure events: human failure events that represent the impact of human errors committed 

during response to abnormal plant conditions. 

（起因事象対応の緩和操作の過誤で機器を機能喪失にしたもの） 

 

原子力学会基準、ASME/ANS 標準の要件にあるとおり、上記の人的過誤は両方とも本来は人間信頼性評

価(HRA)で扱うべきですが、我が国では以前（1997 年原安協報告書、およびその後の電中研報告書、

JANTI/JANSI 報告書）から、pre-initiator HFEs は扱う事象が膨大となるため HRA でのモデル化は困難とい

う理由で、メンテナンス時・計器較正時等の人的過誤による機器の機能喪失事象は機器故障の中に含めて扱

ってきました。この扱いは米国 NRC の NUREG/CR-6823 “Handbook of Parameter Estimation for Probabilistic 

Risk Assessment,” U.S.NRC, 2003 にも記載されています。 

 

“5.2.3.1 Component Failure Event Allocation” 

11 If failures resulting from human errors after testing, maintenance, and instrument miscalibrations are explicitly 

included in system models, these events should not be included as component hardware failure events. Such 

events are typically quantified using human reliability analysis methods. However, some PRAs have not 

explicitly included these human errors in the models. In such cases, the contribution from human-related 

failures should be incorporated into the appropriate component failure rate or probability. 

（試験・保守後の人的過誤や計器の誤較正による故障がシステムモデルとして陽に表されている場合

には、それらの事象を機器故障事象の中に含めてはいけない。そういった事象は、通常、人間信頼性解

析手法で評価するものである。ただし、PRA によってはこれら人的過誤をモデルの中に陽に組み込ん

でいないものもある。そのような場合は、人為的な故障による寄与も適宜機器故障率/故障確率として

扱うべきである。） 

 

 

1 日本原子力学会標準 原子力発電所の確率論的リスク評価用のパラメータ推定に関する実施基準：2015(AESJ-SC-RK001:2015) 

添付２
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No 項目 気付き事項 産業界の回答と今後の改善活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力学会基準の「機器故障率または確率に含めるべき」という記述は、この実態の取扱いに合わせて定

められたものです。したがって、NRRCデータ収集ガイドの条件 b)でも同じ主旨のルールを定め、post-initiator 

HFEs による機器の機能喪失は機器故障データベースに含めない（で HRA により評価する）が、pre-initiator 

HFEs による機器の機能喪失は（上記の原子力学会基準の記述と同様に）機器故障データベースに含めると

しています。 

 

規制庁のご指摘の NUCIA8205,8827 の事象発生状況と事業者の見解、PRA 上の考え方は以下のとおりで

す。 

◼ NUCIA8205（日本原電、東海第二：事象発生状況）：2006 年 4 月 11 日 9 時 16 分より EDG-2C の定

期試験を開始し、手動起動試験準備のターニング操作のため、インジケータコック弁を開操作したと

ころ、18 個ある弁のうち 1 個が動かないことを確認した。弁のストローク等詳細を確認したところ

開状態であったため、閉操作したが閉操作できず、開状態で固着していることを確認した。このた

め、10 時 30 分、EDG-2C について運転上の制限逸脱を宣言した。 

事業者の故障判定：通常閉状態の弁であるが、運転員の操作忘れにより開弁であったことから、開弁

で高温状態となったことで変形がおこり、開固着となった事象となるため、「条件 b)誤操作が原因の

不具合」で除外しています。PRA モデルでは、定期試験時等での運転員による人的過誤（弁の開け

忘れ/閉め忘れ等）を設備本体の弁操作であっても運転員が手順に従い操作する弁であれば、起因事

象発生前の人的過誤（pre-initiator HFEs）として考慮する対象として機器故障のカウントはしていま

せん。この考えに従って発生したインジケータコック弁の閉め忘れ事象についても、起因事象発生前

の人的過誤として考慮する対象となりますが、PRA モデル整備時にはターニング操作を実施しない

定期試験の手順に変更していたため、起因事象発生前の人的過誤としてモデル化はしていません。 

PRA 上の考え方：本事象は、起因事象発生前の人的過誤になりますが、PRA の観点（EDG に要求さ

れる安全機能の観点）からは、この EDG がインジケータコック弁開固着の状態で自動起動して電力

供給可能かどうかが重要です（この判断には設備の専門家の知識と意見が必要です）。もし可能であ

れば、本事象は PRA での考慮は（HRA でのモデル化も機器故障としての扱いも）不要となります。

もし可能でなければ、現 NRRC ガイドのルールでは EDG 起動失敗として機器故障にカウントするこ

とになります。なお、EDG の定期試験でターニングをしないプラントでは本事象は起こり得ないた

め、これを PRA 上考える必要はありませんので、この事象を機器故障として処理している場合は、

ターニングをしないプラントにとっては若干保守側の評価になります。一方、ターニングをするプラ

ントにとっては将来的には、起因事象前人的過誤として HRA モデル化する必要も考えられるので、

PRA モデルでどのように考慮すべきかに関して相互レビューを実施する等の改善策を検討します。 

◼ NUCIA8827（北陸電力、志賀 2 号機：事象発生状況）：定期検査中において、2007 年 4 月 11 日 10

時 10 分頃、定例試験のため起動した EDG-A を所内電源系統に並列したところ自動停止した。この

ため、同日 10 時 10 分に原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態であると判断

し、原子炉施設保安規定に基づく必要な措置を実施した。 

事業者の故障判定：EDG-A が自動停止した原因は、EDG-A を所内電源系統へ並列した後、最初の負

荷出力調整において出力の増加操作が不足し、逆電力リレーが動作したことによるものであり、「条

件 b)誤操作が原因の不具合」で除外しています。本事象の原因となった誤操作は定例試験時特有の

操作（実際に EDG の機能に期待する事象が発生した際には行わない操作）であるため，PRA モデル

では人的過誤としてモデル化していません。 
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PRA 上の考え方：PRA の観点（EDG に要求される安全機能の観点）からは、EDG には緊急時に自動

起動して電力供給することが要求されるので、EDG について自動起動のみを PRA でモデル化した場

合、手動操作は PRA の事故シーケンス上に登場することはなく、PRA でモデル化する必要はないと

考えられます。一方、EDG 自動起動失敗後の手動起動操作を PRA で考慮するのであれば、本事象の

誤操作を HRA でモデル化する必要があるか検討することはあると思います。 

 

NRRC では、原子力学会基準、ASME/ANS PRA 標準の要件を踏まえ、人的過誤による機器の機能喪失は

基本的に HRA での評価を検討すべきと考えています。しかしながら、現状は高度化の過渡期なのですべて

を HRA で扱えず、NRRC ガイドでは暫定的に pre-initiator HFEs による故障のみをランダム機器故障として

扱うこととしています。規制庁のご指摘は、post-initiator HFEs による故障も含め、HRA で扱っていない人

的過誤はすべて機器故障として扱うべきということのようですが、PRA 標準の要件や海外レビューアの指

摘を踏まえて PRA 高度化に繋げるため、データ収集ガイドとしてはこれ以上人的過誤を機器故障に含める

ような規定にはしないつもりです。 

以上のことから、人的過誤による機器故障については、PRA でのモデル化の要否を検討し、モデル化が必

要であれば海外事例等を参考にしながら HRA における扱いも含めて産業界内で検討した上で報告すること

とします。 

【今後の改善活動】短期・中期対応：一部の機種を選定し、事業者間で相互レビューを実施して故障判定に

ばらつきがないことを確認しています。相互レビュー結果において大きな認識の差異がなかったことから、

早急に全体の確認をする必要はないと判断しています。今後は、継続的に相互レビューの範囲を拡げていく

取り組みを行っていきます。 

具体的には、人的過誤による機器故障の事例については、PRA の事故シーケンスを構成するかどうかを

検討します。例えば「当該故障が事故シーケンスを構成する場合は、感度解析などを実施して全体のリスク

に有意な影響があるかを判断し、影響ありとした場合は、HRA でモデル化するか、あるいはモデル化が困

難であれば機器故障で考慮する。また、影響が小さいと判定して特にモデル化しなかった場合は，その判定

理由を明文化して残す。」というような対応を考えています。産業界内で相互レビューを実施し共通の対応

策を検討した上で、規制庁の個社の「PRA の適切性確認」の場で議論し、抽出された課題については、対応

方針を検討します。 
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No 項目 気付き事項 産業界の回答と今後の改善活動 

2 
対象とな

る期間 

データ収集期間を 3.2.2「データ収集対象機器の特定」(p7)では営業運転開始以降としている一方、3.2.3(4)

「条件 c：評価対象期間外に発生した不具合」を除外(p9)では保安規定などで機能が要求されている期間と

しているが、前者の起点は機器のオペラビリティと技術的に無関係という問題がある。 

すなわち、営業運転開始前であっても保安規定が適用されていれば、機能要求を満たさなければ故障と判

定すべきところ、建設段階の試運転期間中の DG の定例試験での LCO 逸脱宣言事例を、営業運転開始以前

という理由で故障としない事例(NUCIA 10534)が見られた。この事例は、様々な試運転時の試験を経て 100%

電気出力に到達した日から約 1 ヶ月後に発生しており、試運転の最終的な段階にあった。 

これに対し電力中央研究所(電中研)から、一般に試運転時は営業運転開始後とは設備信頼性の性質が異な

る、試運転時は様々な試験が行われるため、デマンド数等の収集条件が定めにくい、試運転期間を範囲内と

しても結果に殆ど影響が無いため、現行のままで問題ない旨の回答を受け取っているが、機器のオペラビリ

ティの観点からの回答ではないため、故障件数が適切にカウントされていないおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 
 

一般的にパラメータ推定のための機器故障データ収集を行うためには、まず当該対象機器の信頼性を適

切に代表すると考えられる収集期間を定義することが必要となります。機器故障の収集期間は通常の安定

した運転状態における機器の故障を取り扱うため、「試運転期間」（通常の安定運転とは異なると考えられ

る建設後の初臨界から出力を上昇させつつ各種試験を行う期間）という非常に特殊な運転モードは除き、営

業運転開始以降の原子炉運転期間のデータ収集をしています。「試運転期間」に故障があったという理由だ

けで収集期間を設定すると、故障が多く発生する期間を恣意的に収集期間とすることにもなりかねず（一

方、故障率を下げるため故障の少ない期間を収集期間と定めることと同様になり）、適当な収集期間の設定

としては妥当ではないと考えます。 

このような考え方は、NUREG/CR-6823 の”5.2.2.1 Event Screening” に下記のように示されています。なお、

起因事象発生頻度の推定でも、同様に「試運転期間」のデータは含めず運転開始後の一貫性のあるデータ収

集を実施しています。 

 

NUREG/CR-6823 の”5.1.2 Data Window” 

Consideration of design changes is one example of where censoring of data can and should be performed. Other 

reasons can be used for data censoring if they are well supported and valid. For example, it is not uncommon to 

eliminate data from the first year of plant operation since it represents failures that occurred during the plant 

break-in period. However, any data censoring should be approached carefully to avoid losing important 

information and biasing results (eliminating the first year of data actually makes the results less biased). 

（設計変更はデータを除外できる/すべき場合の一例である。その他にも、十分な裏付けと妥当性があ

れば、除外の理由とすることができる。例えば、プラント運転開始初年度のデータを除外することは

めずらしくなく、それはプラントの慣らし運転期間中に発生した故障を表しているためである。ただ

し、データの除外は慎重に行うべきで、重要な情報が失われて結果に偏りが生じないようにしなけれ

ばならない (初年度のデータを除外すると実際には結果の偏りは少なくなる)。） 

 

規制庁コメントの『「条件 c：評価対象期間外に発生した不具合」を除外(p9)では保安規定などで機能が

要求されている期間としている…営業運転開始前であっても保安規定が適用されていれば、機能要求を満

たさなければ故障と判定すべき…100%電気出力に到達した日から約 1 ヶ月後に発生しており、試運転の最

終的な段階にあった。』については、上記 NUREG/CR-6823 に記載されているような理由が念頭にあり、

NRRC ガイドでは営業運転開始以降のデータを収集することはほぼ自明と考えていました。しかしながら、

ご指摘のとおりガイドで定めたルールと実態との齟齬が生じますので、データ収集実施ガイドの次回更新

時に「営業運転開始以降に保安規定などで機能が要求されている期間…」と、実態と齟齬のない適切な記載

に改めます。 

 

規制庁のご指摘の NUCIA 10534（北海道、泊 3）の事象は、電圧確立後にしばらく運転継続した後、過給

器不調による出力低下のため手動停止したので、故障モードは「継続運転失敗」（継続運転時間 1 時間 17

分）となります。この事象の原因は、NUCIA の記載によれば、EDG メーカーにおける製作時のボルト締め

付けが不十分であったため過給機が損傷したもので、運転初期の故障として原子炉運転中の機器故障には

算入しない方が適切ではないかと考えます。 
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No 項目 気付き事項 産業界の回答と今後の改善活動 

【今後の改善活動】対応なし：機器信頼性評価の対象期間は、発電所の運転管理、保守管理の運用が同等と

なる信頼性期間を対象に収集すべきことから、データ収集ガイドには営業運転開始以降をデータ収集対象

期間とするよう明記します。 

「試運転期間」を含めることは発電所の運用が相違することになり適切ではないと考えますので収集開

始点の変更は考えていません。データの信頼性を向上させるために今後の運転経験の蓄積に応じて故障件

数と露出データの拡充を実施していきます。 

なお、発電所が運転年数を重ねるにつれて、設計・運転管理・保守管理の運用の変更により機器故障率を

はじめ設備信頼性の傾向が変わった場合は、収集期間を適切に見直すこと（例えば、OLM の導入等の保守

管理の見直しによって明らかに機器故障率の傾向が変わった場合）が必要となります。 
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3 
起動失敗

の扱い 

附録表 A「機種故障モードの定義」では、DG の「起動失敗」を「要求時起動しない場合、各パラメータ

(振動、異音、異臭、漏えい他)、構成機器(ガバナ機構不良、発電機短絡等)の異常により自動停止又は手動停

止が必要となる場合、遮断器投入後、基準時間内に負荷が確立できない(確立しなかった)場合」とし、「継

続運転失敗」を「各パラメータ(発電機出力等)の異常により自動停止又は手動停止が必要となる場合」とし

ている。しかし、10 秒以内に電圧を確立する設計の DG が 15 秒で自動停止した事例(NUCIA 7947)、や 1 分

で自動停止した事例（NUCIA 9321）は、基準時間内に負荷を確立したと考えられるが、起動失敗としてい

る一方、ガバナの応答性の低下により 1 分間も運転せずに過速度トリップに至った事例(NUCIA 3143)を継

続運転失敗とするなど、起動失敗と継続運転失敗の分類が困難な定義となっている。 

また、米国では起動失敗は 1 時間以内に生じた故障2、パラメータ実施基準の「表 B.2―故障モードの例」

では起動後 30 分間程度までを起動失敗としているが、どのような理由で今回のように定義を変更したかの

説明がない。 

更に電中研の新故障率3の表 3-2「国内一般機器デマンド故障確率の推定結果」(p15)には、DG 以外の電動

ポンプ等の起動失敗確率が掲載されているが、これらの機器に対する「起動失敗」の定義は「要求時起動し

ない、起動直後、自動停止する場合」だけであり、DG と違って「起動直後」の時間的な定義がないため、

故障件数が適切にカウントされていないおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

附録表 A「機種・故障モードの定義」では、EDG の「起動失敗」の定義を「要求時に起動しないか、起動

直後に自動停止する故障及び手動停止する必要のある故障。」、EDG の「継続運転失敗」の定義を「起動後

安定な状態が確立した後、自動停止する故障及び手動停止する必要のある故障。」としています。規制庁が

挙げられている附録表 A の説明は、上記定義の下で故障モードを不具合状況から直接判断できる場合の例

を示したものです（同表の見出し項目を参照）。 

上記定義にしたがって、規制庁が挙げられている 3 つの NUCIA 事例の EDG 故障モードを、NUCIA トラ

ブル情報（http://www.nucia.jp/nucia/kn/KnTop.do）と各事業者情報から判定すると、それぞれ以下のようにな

りました。 

・NUCIA 7947（日本原電 敦賀 2）…電圧・周波数が安定確立する「前」に停止したので起動失敗 

・NUCIA 9321（北海道 泊 1）…電圧・周波数が安定確立する「前」に停止したので起動失敗、 

・NUCIA 3143（関西 高浜 4）…電圧確立「後」に運転継続した後に停止したので継続運転失敗 

 

ここで、規制庁が挙げられている各 NUCIA 事例の説明（「15 秒で自動停止」、「1 分で自動停止」、「1

分間も運転せず…」）は、過去に電中研/JANSI/JANTI で故障判定したもの（NRRC ウェブサイトの原子力

発電信頼性システム https://nrrc.denken.or.jp/kisnrr/index.do ）ですが、当時は「起動失敗」のみ収集し「継続

運転失敗」を収集していなかったことから「起動失敗」のデータを「継続運転失敗」にも流用しており、同

じ事象に両方の故障モードを充てるという矛盾している部分がありますので、過去の判定情報は使わない

方が良いと思います。一方、今回発行したデータ収集ガイドでは、「起動失敗」と「継続運転失敗」を区別

して定義し収集するように修正しています。 

 

次に、米国や日本原子力学会のパラメータ実施基準の EDG 故障モード定義についてですが、まず、米国

NRC の PRA モデル（SPAR モデル）に使われている機器故障率/確率は、EDG については 

(1) 起動に失敗する FTS(Failure To Start)の起動失敗確率 

(2) 起動後 1 時間以内に継続運転失敗する場合 FTLR(Failure To Load and Run)の継続運転失敗率 

(3) 起動後 1 時間以降に継続運転失敗する場合 FTR(Failure to Run)の継続運転失敗率 

の 3 つに分けて計算されています。 

（参考文献） 

■ S. A. Eide, et.al., “Industry Average Performance for Components and Initiating Events at U.S. Commercial 

Nuclear Power Plants,” NUREG/CR-6928, U.S. NRC, 2007. 

■ （NUREG/CR-6928 のアップデート評価のウェブサイト）https://nrcoe.inl.gov/AvgPerf/ 

■  S.A. Eide, “Historical perspective on failure rates for US commercial reactor components,” Reliability 

Engineering and System Safety 80 (2003). 

米国が継続運転失敗を起動後 1 時間前後で分けた理由は、起動後 1 時間を境に故障率の値が変わるため

とされています（Grant GM, et.al., “Reliability study: emergency diesel generator power system, 1987–1993,” 

NUREG/CR-5500, vol. 5. US NRC, (1999).） 

上記(1)～(3)からわかるように、NRC の SPAR モデルの方法は、起動操作後 1 時間以内に起こった故障を

起動失敗としてカウントしているわけではありません。NRRC のデータ収集方法は、上記 NRC の方法に倣

って起動失敗と継続運転失敗に分けましたが、起動後 1 時間で故障率が変わるか否かはまだわかりません

ので、現在はそのような分類はせず、今後データを蓄積して、分ける必要があるかどうかを検討することに

しています。EDG 以外の待機安全系機器（デマンド故障確率を計算している機器）についても同じ理由で

時間的定義は設定していません。時間定義に関係なく、発生した故障事象はどちらかの故障モードで収集し

ていますので、「時間的な定義がないため、故障件数が適切にカウントされていない」ということはありま

せん。 
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No 項目 気付き事項 産業界の回答と今後の改善活動 

最後に、日本原子力学会パラメータ実施基準の「表 B.2－故障モードの例」の起動失敗定義（起動後 30 分

以内の故障）は、上述しました過去の電中研/JANTI/JANSI での収集方法を記載しているものですが、NRRC

収集ガイドでは、「起動後 30 分」の技術的的根拠が乏しいことから、この定義は使っていません。 

【今後の改善活動】短期対応：起動失敗、継続運転失敗の機器故障データ収集方法は米国と同様であり、故

障率を不当に小さく見積もることにはならないので、故障モード定義を是正する必要はないと考えていま

す。 

中期対応：米国のように「x 時間以内の継続運転失敗」と「x 時間以降の継続運転失敗」の仕分けが必要か

どうかを検討する（x が米国同様に 1 [時間]になるかどうかさえまだ不明）ために、今後、データを拡充し

分析を行ない、その結果をもとに産業界全体としての方法を定めます。 

 

2 Enhanced Component Performance Study Emergency Diesel Generators 1998-2020 (INL/RPT-22-66601) March 2022 の p1 では Annual failure probabilities( failure per demand) are provided for FTS and FTLR events and annual failure rates (failure per run hour) 

are provided for FTR>1H としている。NUREG/CR-6928 では FTS は fail to start、FTLR は fail to load and run for one hour、FTR は fail to run としている(p xii の脚注)。Handbook of Parameter Estimation for Probabilistic Risk Assessment (NUREG/CR-6823)の p 

5-6 では、it is not unusual in PRAs to define "diesel generator fails to start" as encompassing a failure to start or a failure during the first hour given that the start was successful. としている。 

3 電力中央研究所報告 国内原子力発電所の PRA用一般機器信頼性パラメータの推定 (2021.9) 
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No 項目 気付き事項 産業界の回答と今後の改善活動 

4 

露出デー

タの収集

方法 

データ収集は、3.2.4「露出データの収集」(p13)において、附録 G に留意して実施することとなっている

が、BWR(附録表 G-1)に比べ PWR(附録表 G-2,3,4)は実データの収集に関する解説が殆ど無く、推定例のみ

である。例えば、PWR では補助給水ポンプ室の換気空調系のデマンドは夏季 1 回、継続運転時間を 3 ヶ月

としてデータを推定するとしているが、BWR の換気空調系は運転引継日誌等による実データの収集を規定

しており、データの精度に大きな差異がある。 

なお、ASME/ANS 基準 DA-C8 のカテゴリーⅡ、Ⅲの要求では、機器の待機時間を求める必要がある場合

はプラントの固有の運転記録を使用するとなっている(カテゴリーⅠは推定で良い）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NRRC データ収集ガイドに記載しているとおり露出データは実績値を記録等から収集するのが原則です。

何らかの理由でそれができない場合には定められた試験回数や試験間隔等から推定せざるを得ませんが、

なるべく実績値に近い推定ができるように推定の考え方の例を挙げています。 

具体的には、ガイドの附録表 G を参考に発電所の運転監視記録等から実績値を収集可能な露出データと

して収集しており、実績値を収集できない露出データについても附録表 G を参考に推定値を算出していま

す。 

BWR の「系統・機器ごとの露出データの考え方整理表」（附録表 G-1）にも露出データを推定する方法

を例示しており、BWR と PWR で例示の仕方・詳細さには差があるものの、実績値の収集と推定値の算出

の考え方を記載しているという点は共通です。 

露出データを推定する方法は収集できる情報や機器の運用状況によって異なるため、PWR では推定に関

する記載が多くなっていますが実績値を収集していないということではありません。なお、機器ごとに実績

値を用いるか推定値を用いるかの判断は、各事業者が収集できる情報によって異なっており、また、止むを

得ず推定値を用いる場合には、実績値との乖離が大きくならないよう各事業者で算出方法を検証していま

す。露出データとして推定値を用いる機器とその推定値の算出方法の妥当性については、規制庁の個社の

「PRA の適切性確認」の場で議論することになります。 

なお、規制庁のご指摘の「換気空調系（補助給水ポンプ室）のデマンドと継続運転時間」は、指定機の間

欠運転の露出データ収集の考え方※に基づき推定する収集方法を例示しているものになります。補助給水ポ

ンプ室の換気空調系について推定している具体的な例を説明しますと、多くのプラントでは指定機が運転・

停止する（例えば、室温 30℃以上で自動起動、15℃以下で自動停止）時間をプラント計算機に記録する仕

様になっていないため、指定機が起動から停止まで連続運転すると推定してデマンドと継続運転時間を収

集しています。指定機は実際に起動から停止までのある期間は連続運転となり、推定でも同様にその間連続

運転するとしてデマンドを１回と集計しており、実績値と推定値に差はありません。また、継続運転時間の

推定でも同じく起動から停止までの間は連続運転するとして継続運転時間を集計しており、実績値と推定

値にほとんど差はありません。露出データに推定値を用いるのは、プラント計算機による運転記録がないた

め止むを得ず行っているものであり、他の系統において露出データの実績値と推定値に不確かさがある場

合は、PRA モデルにおいて影響のある推定値になっているかどうかを事業者間で相互レビューし対応策を

検討することにします。また、各事業者の露出データを推定する収集方法については、規制庁の個社の「PRA

の適切性確認」の場で確認できます。 

※ 通常運転の機器で指定機として運転している機器が間欠運転している場合には、指定機として設定されている期間を

供用（運転）期間として設定し、指定機として設定されている期間の最初の起動を起動デマンド１回として集計する。

（NRRC データ収集ガイド 3.2.4(C) を参照） 

【今後の改善活動】短期対応（、必要に応じて中期対応）：露出データ収集方法として重要なのは実際に収

集されたデータの質なので、個社の機器故障率の中で確認するのが妥当と考えています。 

事業者の露出データ（デマンド数、継続運転時間、供用時間）の記録を調査し、産業界内で相互レビュー

を実施し共通の対応策を検討します。その上で、規制庁の個社の「PRA の適切性確認」の場で議論し（確認

方法：ある機種を抜き取って実記録であるか、現場の運用による推定値であるかを確認しデータの妥当性を

判定する等）得られた課題については、対応方針を検討します。 

なお、附録表 G の BWR と PWR の例示の仕方は、可能な範囲で統一し、変更箇所を示す記録を残して確

実に次回更新時に反映することとします。 

26  27 
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No 項目 気付き事項 産業界の回答と今後の改善活動 

5 

故障モー

ドのデー

タ収集の

範囲 

3.2.3(6)「条件 e：附録 A の故障モード以外の機能の不具合」を除外(p11)では、「ある機器において内部ま

たは外部リークの不具合があったものの、当該 PRA ではそれらの故障モードが（不要であるとして）モデ

ル化されていないため機能喪失か否かの判断が困難な場合は、データ収集の対象外として除外する」として

いる。しかし特定のプラントに拠らない機器故障率を収集する観点からは、全ての故障モードを収集対象と

すべきである。 

例えば、電中研の新故障率 3 (p12)では、電動弁(海水)の作動失敗は 27 基からデータ収集されたが、外部リ

ークは 8 基からしかデータ収集されていない。これは、或るプラントでは原子炉補機冷却海水系の電動弁の

外部リークをモデル化している一方、他のプラントではモデル化していないなど、個別プラントのモデル化

の程度によりデータ収集の範囲が制限されたためと考えられる。その結果、電動弁(海水)の外部リーク率が

過小評価されているおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

機種・故障モードによっては、当該機器に期待される役割によってその機能喪失の基準が異なる場合があ

り、一概に故障データと決められない場合があります。例えば、同種同一電動弁の同じ規模のリーク事象で

あっても、ある系統では許容されず機能喪失となり、別の系統では許容されるため機能喪失にはならない、

となる場合があります。このような場合には、当該弁の運用も異なっており、後者の系統において機能喪失

とはならないリーク事象を機能喪失とカウントして前者の系統の信頼性の計算に使うのは適切とは言えな

くなるため、PRA でモデル化されている範囲の機種・故障モードを収集対象としています。もちろん、PRA

でモデル化されていない機器の故障情報がモデル化されている機器の信頼性評価の参考になると考えられ

ればモデル化されていない機器の事象からデータ収集してもよいと考えていますが、それは個別プラント

で実態が異なるため具体例を見て判断せざるを得ませんので、そのような扱いが可能かどうか産業界内で

収集方法を検討します。 

なお、一般機器故障率は、「特定のプラントに拠らない」というものではなく、PRA でモデル化した機

種・故障モードについて産業界内の個別プラント故障率のばらつきを包絡的に表わしたものなので、すべて

の故障モード、というよりは、モデル化した機種・故障モードの信頼性を表現するのに役立つと判断したデ

ータを収集すべきと考えます。 

電動弁（海水）の例については、8 基においてモデル化されている電動弁（外部リーク）機器母集団の中

から当該 8 基で起こった外部リークの事象を収集して故障率を推定していますので、データ収集の仕方と

しては必要十分で正しく、過小評価にはなっていません。仮に 27 基における電動弁機器母集団の中で 8 基

のみから外部リークの事象を収集して推定をしているのならば過小評価になりますが、そのような不整合

な処理はしていません。もちろん、当該 8 基以外の 19 基の実績データが当該 8 基の信頼性を表現するのに

役立つと判断できれば、そのデータはさらなる信頼性向上に寄与する可能性はあると思いますが、それをし

ていないからといって評価不足であるとか過小評価であるということではありません。 

【今後の改善活動】短期対応（必要に応じて中期対応）：現在は PRA の基事象としてモデル化した機器の

機種・故障モードを収集対象と設定していますが、PRA でモデル化していない機器の故障情報が活用でき

るかどうかは、今後産業界内で収集方法を検討します。 
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No 項目 気付き事項 産業界の回答と今後の改善活動 

6 
機器のグ

ループ化 

日本原子力学会が作成したパラメータ実施基準「C.4.3.5 機器のグループ化」(p46～47)には、以下の内容

が示されている。 

・機器をグループ化する場合、設計の類似性（規模、製造元など）、運転頻度、運転環境条件(温度、湿

度、放射線など)、運転モード(待機、通常運転、連続運転など)、及び移送媒体(空気、純水、ホウ酸水な

ど)などの機器特性について慎重な検討が必要である 

・「グループ」の定義においては、例えば、試験対象でない弁又は殆ど作動していない弁、試験対象の弁

又は頻繁に作動している弁を同じ一つのグループにしないなど、原則として機器特性が異なるものを

一つのグループとしてはいけない 

・一方、十分な機器データが得られないような場合、又は機器特性が異なっても故障率が同等となるよう

保守の方法及び頻度等が考慮されている場合などでは、妥当性確認の結果に基づき、一つのグループと

することもできる 

3.2.1「機器信頼性データの対象と属性」の「・機種」(p6)では用途、機能等別にグループ化した機種を定

めるとし、国内の機器について整理したものを「附録 A 機器・故障モードの定義に示す。」とあるが、附

録表 A では「電動弁」「オリフィス」といった機器ごとに故障モードが定義されているのみのため、パラメ

ータ実施基準が規定している、設計や運転頻度、運転環境条件等を考慮した上でグループ化する、十分なデ

ータが無い時は妥当性確認結果に基づき１つのグループとするという規定を満たしているのか不明確であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今回実施した機器グループ化の方法は、ほぼ ASME/ANS PRA 標準 DA-B1 に基づいています。「用途、

機能等別にグループ化」とは、このレベルでの分類を意図しています。 

（参考）ASME/ANS RA-Sb-2013 “Table 2-2.6-3 Supporting Requirements for HLR-DA-B” 

DA-B1(Capability Category II)  

For parameter estimation, GROUP components according to type (e.g., motor-operated pump, air-operated valve) 

and according to the characteristics of their usage to the extent supported by data: パラメータを推定するには、タ

イプ (電動ポンプ、空気作動弁等) に応じて、またデータで裏付けられる範囲でその使用の特性に従って機器

をグループ化する。 

(a) mission type (e.g., standby, operating) 使命の種類 (例: 待機、作動中) 

(b) service condition (e.g., clean vs. untreated water, air) 使用状態 (例: 純粋水と未処理水、空気) 

 

規制庁が引用されている原子力学会実施基準の 1 つ目の bullet は ASME/ANS PRA 標準の Capability 

Category III に相当すると思われますが、この要件については、実際の故障データもない状態で設計・運転

頻度・環境条件の分類基準を定めるのは事実上無理であり、仮に分類したとしてもそれぞれの分類のデー

タ数が少なく、意味のある統計処理ができないと考えられます。なお、最新の ASME 標準（2022 年版）

では Capability Category III は削除されています（総じて Category Ⅲの要求事項は事実上実施不可能なもの

が多いと思います）。なお、将来、十分なデータが蓄積されたときに属性の違いによる信頼性の違いを分

析できるように、「附録 C 機種属性一覧と露出データ様式」 表 C-1 を参照して属性の記録も残しておく

ようにしています。 

規制庁が引用されている 2 つ目の bullet（ASME/ANS PRA 標準の DA-B2 の規定）については、上述の

状況も踏まえて、附録 A の定義とおり PRA でモデル化されている主要な機器を同一種類別にグループ化

しているものを各事業者でデータ収集しています。各事業者の PRA モデルとの整合において適切にグル

ープ化されていることは、規制庁の個社の「PRA の適切性確認」の場で確認できます。 

3 つ目の bullet については、プラント間のばらつきがあるかどうかを統計的検定により推定しています。 

【今後の改善活動】中期対応：機器故障データの評価方法として機器特性の区別を示すことができるほど十

分なデータ数が蓄積されるまで時間が必要ですので、直ちに是正する必要はないと考えています。 

機器のグループ化では同一機種と類似機種を含めてデータ収集の拡充を行っているところであり、デー

タが拡充できたある段階で分析を行い機種の属性を明示的に整理し、産業界内で相互レビューを実施し共

通の対応策を検討します。その上で、規制庁の個社の「PRA の適切性確認」の場で議論し（確認方法：あ

る機種を抜き取ってグループ化されている具体的な機種の属性を確認する等）得られた課題については、

対応方針を検討します。 

7 

附録 D の

故障モー

ド選定事

例 

3.2.3(7)「故障モードの選定」(p11)では、附録 D を参照して、最終的な故障モードを確認・判定するとし

ているが、附録表 D-1 にある故障選定事例は、NUCIA の事象判定ルールに基づくことから、電中研の新故

障率の収集方法と整合が取れていない場合がある。  

例えば、附録表 D-1 の No.32, 94 は、データ収集実施ガイドに基づくと「故障」とはならない事例である。 

 

 
 

附録 A 機種・故障モードの定義に従って故障モードを設定することを基本としており、附録 D の事例の

中で、NRRC データ収集ガイドに基づく故障モード設定例示として正しくない（旧 NUCIA PRA の分析例で

あるため）事例については、間違いであることを産業界内で周知し、次回更新時に削除します。実際の判定

に際しては、本文の記述に従って考える限り致命的な誤りを生ずることはないと考えています。 

【今後の改善活動】次回更新時 

ご指摘の記載上の不整合が生じている箇所は産業界内で検討した上で、変更箇所を示す記録を残して確

実に次回更新時に訂正します。 

28  29 
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No 項目 気付き事項 産業界の回答と今後の改善活動 

8 

機器故障

に関する

事例要約 

故障の判断では 3.2.3(8)のとおり、少なくとも使命時間は機能維持できるか否かの評価が必要(p12)である

が、附録表 E の事例要約の説明は、初期状態だけで故障の有無を判断しており、使命時間に渡り機能維持で

きるか否かの評価が不明確である(No.3,14,25 等)。 

またヒューマンエラーによる故障は全て故障から除外しており、PRA モデルで別途考慮しているか否か

の評価が不明確である(No.9, 39, 42 等)。このため、現在の附録表 E を参照すると、故障か否かの判断をミス

リードするおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

通常の不具合事例では、使命時間の間、機能を果たせる/果たせないということを示す確実なエビデンス

が得られることは稀なので、不具合の発生した部位の機能が継続運転に関わるのかどうか設備の専門家の

経験・意見を踏まえて工学的判断をする場合が多いと思います。ただし、そのような判断をしたことは記録

しておく必要があると考えています。なお、待機安全系で使命時間中に継続運転が必要な機器については、

サーベイランス試験等の結果から、試験成功の場合と失敗の場合の継続運転時間を収集し、統計的に継続運

転時間分布を推定することによって、使命時間内に機能維持できない確率を求めています。 

人的過誤で除外している扱いについては、本表 No.1 の回答で述べたとおり、機器のメンテナンスの際に

誤って不具合が残ってしまう事例以外は機器故障として含めない方針であり、附録表 E に人的過誤として

機器故障から除外判定するために参考となる事例を記録するようにしています。故障率に含まず、PRA 上

必要となる人的過誤は、各事業者の PRA モデルにおいて運転員操作などで考慮されているはずです。PRA

モデルでどのような運転員操作の人的過誤が考慮されているかは、規制庁の個社の「PRA の適切性確認」の

場で確認できます。 

【今後の改善活動】次回更新時：使命時間内の機能が維持できていたかどうかの判断は、NRRC データ収集

ガイドで故障判定時に記録を残すようにルール化することで対応できると考えています。 

人的過誤を除外している扱いについては事例調査を行い、産業界内で相互レビューを実施し共通の対応

策を検討します。その上で、規制庁の個社の「PRA の適切性確認」の場で議論し得られた課題については、

対応方針を検討します。（人的過誤へのご指摘は本表 No.1 の回答のとおり対応します。） 

規制庁のご指摘の使命時間内の機能維持に関して記載上の不適合が生じている箇所は、変更箇所を示す

記録を残して確実に次回更新時に訂正します。 

9 
外的要因

の扱い 

3.2.3(5)「「条件 d： 外的要因等が原因の不具合」を除外」(p9)では、外的事象 PRA で対象とするハザー

ドによる故障はデータ収集の対象外としている。 

例えば、予備変圧器での消火用水実放出試験による消火用水が、近傍の屋外電気マンホールに浸入し、シ

ール不完全であった電線管を経由して DG 室内の現地操作盤に滴下した事例(NUCIA 8130)について、事業

者は内部溢水 PRA の範囲とし、今後機器故障率には含めないとしている。しかし、内部溢水の PRA 評価手

法はまだ整備中かつ完成時期が未定であるほか、対象範囲の詳細が明らかではないため、現時点では故障に

カウントしないと全体的なリスクを過小評価してしまうおそれがある。 

また地震については、地震加速度高による原子炉トリップが発生する場合を地震 PRA の対象範囲として

いるが、トリップが発生しない程度の地震で生じる故障はどの PRA でも範囲外となってしまう。 

 

 

 

 

 
 

内的事象以外の外的事象に起因するリスクは、当該外的事象 PRA の中で当該外的事象をリスク源として

包括的に考慮して評価する必要があります。外的事象による一部の機器故障を機器故障データベースに含

めただけでは当該外的事象リスク全体を適切にカバーできない（当該外的事象による起因事象や緩和系影

響などの事故シーケンスまで考慮されない）。 

なお、外的要因で発生した損傷事象の情報は、当該外的事象のフラジリティ評価や事故シーケンス評価に

おいて必要に応じて検討に利用するものと考えています（機器故障データベースに登録しても良いが、機器

一般故障率評価には使わない）。 

地震影響については、内的事象 PRA と地震 PRA にわざわざ分けない方が整合性があると考えています。 

【今後の改善活動】短期対応（必要に応じて中期対応）：外的要因等ハザードのリスクは基本的に当該ハザ

ードの PRA で考えるべきものであって、機器故障データベースでカバーすることではないと考えています。 

 機器故障の収集対象は内的事象であり、内的事象以外が原因の故障は対象としていません。しかしなが

ら、不適合事例を基に故障の判定をしており、それらの結果を内的事象（人的過誤の要因も含む）、外的事

象の選別を行い、見落としがないように記録を残してモデル化の要否の判定につなげることは可能であり、

産業界内で相互レビューを実施し共通の対応策を検討します。その上で、規制庁の個社の「PRA の適切性確

認」の場で議論し（確認方法：ある年度の不適合事象リストを基に内的事象が原因の故障か、外的事象が原

因の故障かの選別を確認する等）得られた課題については、対応方針を検討します。 

10 その他 

3.2.3(8)(A)の「【波及影響を受けた機器を機能喪失としない場合】」のⅱ主蒸気止め弁の例示(p12)では、開

度指示計用の検出器の一部の部品の脱落で「一時動作できない状態」になったにもかかわらず、「油圧作動

弁としての機能は維持している」というのは、誤解を与えかねない。 

左記の例は、(A)②の「波及影響で機能喪失した機器が修繕せずに機能復旧する」という具体例として、

開度指示計用の検出器と油圧作動弁を別機器としている場合を想定しています。本事象を検出器の故障と

し、その影響を受けた側の油圧作動弁の故障とはしないという判断です。ただし、油圧作動弁が「一時動作

できない状態」にも関わらず「機能は維持している」とはどういうことかがわかりにくいので、事業者に例

示の趣旨を説明し、記載の見直しについては次回更新時に訂正します。 

【今後の改善活動】次回更新時：機器故障データ収集ガイドの記載内容の明確化で対応できると考えていま

す。 
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No 項目 気付き事項 産業界の回答と今後の改善活動 

ご指摘の記載上矛盾が生じている箇所は、事業者に例示の趣旨を説明し、変更箇所を示す記録を残して確

実に次回更新時に訂正します。（例えば、「波及影響で安全機能が喪失していないとすると、何が機能喪失

したのか明確でない（例えば、常用系の機能喪失が生じたのか）」に応える整合性のある記述に訂正しま

す。） 
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添付３　電力中央研究所報告「国内原子力発電所のPRA用一般機器信頼性パラメータの推定」（2021 年 9 月）（抜粋）
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要対応技術情報：回路の故障が２次火災又は設備の損傷を 

誘発させる可能性に関する調査結果 

 

令和６年１月２５日  

火 災 対 策 室  

技術基盤グループ  

検 査 グ ル ー プ 

 

１．はじめに 

火災防護に関しては、日本では、火災の影響により安全機能が喪失することのない

よう、火災防護基準において、系統分離等の対策を求めているが、第 12 回技術情報

検討会1において、米国の Information Notice（IN2014-10）「回路の故障が２次火災

又は設備の損傷を誘発させる可能性」に関する調査内容が報告された。その際、米国

原子力規制委員会(NRC)が「直流電流計回路を含む解析要件に関して、未解析の状態

が存在する可能性」があるとしたこと等を踏まえ、更に高度なレベルで火災による回

路故障（短絡・地絡・断線・２次火災等による機能喪失）の影響を確認する要否を検

討することとなり「回路の故障が 2 次火災又は設備の損傷を誘発させる可能性」が、

要対応技術情報と分類され、将来的な火災影響評価ガイドへの反映要否を含めた検討

が開始された2。令和 3年 6月には、NRA技術ノート「米国における火災時安全停止回

路解析の調査」（以下「NRA技術ノート（米国審査編）」という。）を発行し、安全停止

回路解析の概要、関連する NRCの規制活動とともにいくつかの事業者事象報告書（LER）

を紹介した。LER には、NRC が実施する 3 年ごとの火災防護検査等において発見、指

摘された具体的な課題（潜在的課題含む）が含まれていることから、技術基盤課で調

査を行い、第 51回技術情報検討会において、「火災時安全停止回路解析に関わる米国

事業者事象報告書の調査」として結果を報告した。 

その後、以下の具体的実施項目について、調査を行うこととし3、このうち、④につ

いては、第 59回技術情報検討会において報告した。 

① 米国火災防護規制の最近の動向の調査 

② 国内事業者と情報共有、事業者の対応状況について意見聴取 

③ 関連する NRCの審査及び検査制度についての文献調査 

④ 火災防護関連の検査について、NRCへ検査官等を派遣し情報収集 

今般、残りの実施項目について調査を行ったことから、①～④について調査結果を

とりまとめた。また、今後の対応についてもあわせて報告する。 

 

 
1 平成 27 年 1 月 19 日 
2  「我が国では、系統分離の徹底を求めているため、火災影響による炉停止機能及び崩壊熱除去機能の喪失の可

能性は非常に低いと思われる。しかし、更に高度なレベルで火災による回路故障の影響を確認することについ

て、その要否を含めて検討することとし、本件は、要対応技術情報とする。」とされた。 
3 第 52 回技術情報検討会 

資料６３－１－２ 

<技術情報検討会資料> 

技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体 

であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。 
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２．調査の結果概要 

２．１ 米国火災防護規制の最近の動向の調査 

米国の火災防護規制の概要を図１に示す。規制要件「火災発生時における原子炉

安全停止の達成・維持」4に対して、火災の発生防止、火災の感知・消火及び火災の

影響軽減を行う。なお、火災の影響軽減は、決定論に基づく審査では系統分離対策

を要求し、確率論に基づく審査では回路レベルでの安全停止解析による安全性裏付

けとして CDF5及び LERF6の受容基準を満足することを要求している。米国規制要求

の概要は、令和 3年 6月に公表した上記 NRA 技術ノート（米国審査編）において公

表した。その後、米国の規制要求及びガイド等について追加調査を行ったが、要求

事項の改定等の変化はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

図１ 米国の火災防護規制の概要 

２．２ 国内事業者と情報共有、事業者の対応状況について意見聴取 

米国において 2014 年に Information Notice（IN2014-10）が発行され、日本にお

いて第 12 回技術情報検討会で報告された後、国内事業者はこれを検討し、取組を

行っていることから、原子力エネルギー協議会（ATENA）及び電力中央研究所 原子

 
4 Code of Federal Regulation Title 10 “Energy”, Part50 “Domestic licensing of production and 

utilization facilities” 48 “Fire protection” 
5 Core Damage Frequency: 炉心損傷頻度 
6 Large Early Release Frequency: 早期大規模放出頻度 
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力リスク情報センター（NRRC）から、面談においてその内容を聴取した7。ATENA及

び NRRCの説明の概要は以下のとおり。 

（１）火災時安全停止回路解析に係る検討状況8（参考１） 

第 51 回技術情報検討会で公表された、米国の火災時安全停止回路解析に関連

する 32 件の LER 情報に対して、事業者としては自主的安全性向上の取り組みと

して、 

・短期対応として、LER情報分析による現状把握 

・中長期的対応として、火災 PRA、回路解析手法検討 

について実施していく方針である。 

なお、新規制基準に適合しているプラントは、火災時に安全停止に必要な機器

に対して、系統分離対策を実施しているため、火災時の安全停止機能は確保され

ていると考える。 

（２）火災時安全停止回路解析に係る検討のうち LER 情報分析結果9（参考２） 

短期対応として、LER 情報分析による現状把握を事業者が行った結果、LER 情

報を次の 3つの観点から分析し、いずれもスクリーニングアウト可能と結論づけ

た。 

・ ヒューマンエラーや設計管理の不備 

・ 直流電流計回路へのヒューズ等の設置 

・ 系統分離対策 

ここで、２点目の直流電流計回路へのヒューズ等の設置については、平成 27年

に原子力安全推進協会（JANSI）から、運転経験に基づく重要度文書「重要度-Ⅱ
10：火災時の直流電流計回路損傷による 2 次的火災または機器損傷への対応」を

発行し、事業者に対し直流電流計回路へのヒューズ設置等を提言した。各事業者

においてヒューズの追加設置等の対応計画済。 

（３）「重要度-Ⅱ：火災時の直流電流計回路損傷による 2次的火災または機器損傷

への対応」の対応状況 

事業者の対応状況（廃止措置中プラントは除く。）は、以下のとおり11。 

【PWR】 

 泊発電所１，２号機：2024年度末までに完了予定 

 泊発電所３号機、玄海原子力発電所３，４号機、川内原子力発電所１，２

号機、敦賀発電所２号機：過電流保護回路設置対策済 

 
7 令和 4年 11 月 18 日及び令和 5 年 7 月 6 日 
8 令和 4年 11 月 18 日面談資料 
9 令和 5年 7月 6 日面談資料 
10 平成 27 年 5 月 11 日に、運転経験に基づく重要度文書のうち、重要度-Ⅱの文書として発行した。重要度-Ⅱと

は、原子力の安全性、信頼性に重要な影響を及ぼす事象あるいはその可能性がある事象であり、運転経験に基づく

重要度文書では上から 2 番目のランクに相当する。 
11 令和 6年 1月 18 日面談資料 
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 上記以外：対策が必要となる直流電流計回路が設置されていないため対策

不要 

【BWR】 

 全プラント：対策が必要となる直流電流計回路が設置されていないため対

策不要 

【日本原燃】 

 対策が必要となる直流電流計回路が設置されていないため対策不要 

（４）まとめと評価 

上記（１）及び（２）のとおり、ATENA 及び NRRCは火災時安全停止回路解析に

係る取組として、「直流電流計回路へのヒューズ等の設置」を実施中であり、ま

た、中長期的取組として火災 PRA、回路解析手法検討を行うとしている。以上よ

り、事業者側において対策を進めていることを確認した。 

２．３ 関連する NRC の審査及び検査制度についての文献調査 

NRC の審査制度については、上記「２．１ 米国火災防護規制の最近の動向の調

査」のとおり。 

NRC の検査制度については、回路解析を中心に文献調査を実施し、令和 5 年 5 月

に NRA技術ノート「米国における火災防護検査に関する調査（電気関係）」（以下「NRA

技術ノート（米国検査編）」という。）を公表した。NRA 技術ノート（米国検査編）

の概要及び米国の審査及び検査の調査結果のまとめを以下に示す。 

２．３．１ NRA 技術ノート（米国検査編）の概要 

（１）米国の火災防護検査の概要 

NRC の火災防護検査の文書は、火災防護に係る巡回検査、事業者の自衛消防隊

の訓練に係る検査、検査官活動内容等の検査手順が記載された文書12（以下「火

災防護検査手順書」という。）と、その下位文書として、計画及び実施の詳細手順

が記載された附属書で構成される。これらは、2011～2020年の間、決定論に基づ

く規制を行うプラント向けの３年ごとの検査のための附属書13（以下「３年ごと

検査附属書（決定論）」という。）、確率論に基づく規制を行うプラント向けの３年

ごとの検査のための附属書14（以下「３年ごと検査附属書（確率論）」という。）、

ウォークダウン、検査及び事業者の自衛消防隊の訓練に対する立会い等を四半期

／１年ごとに確認する附属書15（以下「四半期／１年ごと検査附属書」という。）

の 3種類に整理されている。 

具体の検査項目は、表１のとおり整理されている。 

 
12 Inspection Procedure 71111.05 “Fire Protection”ただし、2011 年 4 月までは、確率論についても記載さ

れていた 
13 Inspection Procedure 71111.05T “Fire Protection (Triennial)”  
14 Inspection Procedure 71111.05XT “NFPA 805 (Triennial)“ 
15 Inspection Procedure 71111.05AQ “Fire Protection Annual/Quarterly” 
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表 1 米国における検査項目 

a 安全停止機能の防護 b 火災区域/区画の耐火性 

c 感知・消火性 d 消火活動、消火設備作動による安全

停止機能への影響評価 

e 火災時の代替停止能力 f 回路解析 

g 通信の健全性 h 非常用照明の健全性 

i 低温停止機器の修理機能 j 劣化した火災防護設備や安全停止に

必要な深層防護の健全性 

k火災防護計画の変更に対する評価  

 

なお、2020年からは、火災防護を含む検査活動全般の削減、効率化、優先順位

の見直し等を目的に、従来の火災防護検査手順書に四半期／１年ごと検査附属書

を統合し、３年ごと検査附属書（決定論）と３年ごと検査附属書（確率論）を統

合して新しい手順書16（以下「火災防護チーム検査手順書」という。）とした（表

２参照）。 

 

 

表２ 火災防護に係る検査実施手順書の変遷及び日米比較 

米国 日本 

～２０１１年４月 ～２０２０年１月 ～現在 
２０２０年４月～現

在 

火災防護検査手順書 
火災防護検査手

順書 

― 

四半期/1年ごと検査附属書 
BE 0020（四半期/1年

ごと火災防護検査） 

３年ごと検査附属書

（決定論・確率論＊） 

３年ごと検査附属書 

（決定論） 火災防護チーム 

検査手順書 

BE 0021（3年ごと火

災防護検査） 

３年ごと検査附属書 

（確率論） 
― 

＊確率論へ移行期間中のもの 

 

原子力規制委員会の火災防護に係る基本検査運用ガイドと NRC の火災防護検

査手順書との関係は次のとおりである。 

・ 「BE0020火災防護」（四半期検査と年次検査）：四半期／１年ごと検査附属書を

参考に作成されている。 

・ 「BE0021 火災防護 （３年）」（３年ごと火災防護検査）：３年ごと検査附属書

（決定論）を参考に作成されている。 

（２）火災防護検査における「回路解析」の位置づけ 

火災防護チーム検査手順書は、３年ごと検査附属書（決定論）の内容を包含し

 
16 Inspection Procedure 71111.21N.05 “Fire Protection Team Inspection (FPTI)” 
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ているものの簡素化されているため、決定論に基づく規制を行うプラントについ

て、詳細な記載のある３年ごと検査附属書（決定論）を使用して回路解析の位置

づけを確認した。 

３年ごと検査附属書（決定論）において、回路解析は、検査要件の一部17とし

て位置づけられ、「潜在的な発火源」となる電気機器及び「安全停止状態の達成・

維持」の確認に必要な制御系などの電気関係の健全性や電気ケーブルの敷設状態

を考慮すること等の要点が記載されている。 

（３） ３年ごと検査附属書（決定論）で求める「回路解析」の概要 

３年ごと検査附属書（決定論）では、「02.02 f.項 回路解析」の要点として次

の３点が記載されている。 

①「原子炉の安全停止に影響を及ぼす可能性のある回路」のブレーカー及びヒ

ューズ（以下「SSD用ブレーカー及びヒューズ」という。）の配置及び設定（容

量等）が適正であり、冗長化又は代替の安全停止系あるいは機器の電源を保

護できることを確認すること18。 

②断線、短絡、地絡及びホットショート19により原子炉の安全停止に影響を及

ぼす可能性がある回路においては、10CFR50 附則 R, III.G.2 項20の防護が

施されていることを確認すること。 

③原子炉の安全停止に重要ではあるが成功パスは構成しておらず、10CFR50 附

則 R, III.G.2 項が適用されないケーブルに対しては、ケーブルの故障モー

ドの影響を解析し、安全停止能力に影響を及ぼさないことを以下により確認

すること21。 

✓ ケーブル損傷モードを確認する 

✓ 次のいずれかであることを確認する 

(1) 想定される範囲で当該ケーブルにより炉心損傷に至る火災シナリ

オが存在しない 

(2)（想定される火災シナリオがある場合、）原子炉の安全停止機能を確

保するために実行可能かつ信頼性の高い手動操作を用意している 

(3)（想定される火災シナリオがある場合、）回路故障解析を実行し、原

子炉の安全停止機能に潜在的な影響が存在しない 

（４）まとめ 

火災防護規制に関連する NRC の検査制度についての文献調査を行い、NRA 技術

 
17 Fire Protection Inspection Requirements（火災防護検査の要件）ｆ項 
18 「ブレーカー及びヒューズの配置及び設定（容量等）がプラント設計図書の記載と相違ないことを確認するこ

と。」という意味。 
19 同じ又は異なるケーブルの導線同士が互いに接触し、他方の回路に印加電圧又は印可電流を生じさせる状態。 
20 日本の「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」における、火災の影響軽減として実

施する系統分離対策（2.3.1（2））で示された対策と同等な内容。 
21 ここでは、事業者が実施した回路解析の評価結果や信頼できる手動操作、「火災モデリング」を用いたシナリオ

分析等が主な確認内容である。 
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ノート（米国検査編）にまとめ、決定論に基づく規制を行うプラントについては、

回路解析の検査として、「電気的な隔離に関する検査（SSD用ブレーカー及びヒュ

ーズの検査）」「系統分離検査」「系統分離対策が適用されないケーブルの回路レ

ベルでの回路解析」を行っていることを確認した。なお、確率論に基づく規制を

行うプラントについては、回路解析の検査として、原子炉の安全停止が確実にな

されるよう「回路レベルでの回路解析」を行っていることを確認した。 

２．３．２ 米国の審査及び検査に関する調査結果のまとめ 

（１）火災防護に関する決定論を使用するプラントについての回路解析の全体像 

米国の審査及び検査に関する調査結果を基に、火災防護に関する決定論を使

用するプラントについての回路解析全体像を表３のとおり整理した。 

これまでの調査結果から、本件に係る具体的な課題として、米国で提示され

たものは、次の A、Bの 2点である。 

A： 回路の隔離不足が 2次火災又は設備の損傷を誘発させる可能性 

B： 決定論的火災防護プログラムと直流電流計回路を含む解析に関して、未

解析の状態が存在する可能性 

 

表３ 米国の決定論プラントにおける回路解析（Circuit Analyses）に係る 

規制要件/技術指針と検査事項の関係（概要） 

 規制要件/技術指針 検査事項 

電
気
的
隔
離 

○ 懸念される回路の遮断装置 (SSD用ブ

レーカー又はヒューズ) に関連する回

路故障により、電源の喪失を引き起こ

す前に、当該故障電流を遮断すること。

（10CFR50 附則 A GDC23 (Protection 

system failure modes）、RG1.189 （5.4 

Alternative and Dedicated Shutdown 

Capability）) 

○SSD 用ブレーカー及びヒューズの配置

及び設定（容量等）が適正であり、冗長

化又は代替の安全停止系あるいは機器

の電源を保護できることを確認するこ

と。 

物
理
的
隔
離 

○ホットショート、開回路もしくは地絡

によって、高温停止状態に到達・維持す

るのに必要な多重系列システムの動作を

妨げたり、誤動作させる可能性のある複

数のケーブル／機器（関連非安全系回路

含む）が、格納容器外の同一火災区画に

ある場合は、少なくとも 1 系列が火災損

傷を受けないように、３時間耐火壁によ

る隔離、水平距離 20ft+感知+自動消火、

１時間耐火壁による隔離+感知+自動消火

の手段を最低一つ備えること。（10CFR50

附則 R（III.G.2）） 

○断線、短絡、地絡及びホットショートに

より原子炉の安全停止に影響を及ぼす

可能性がある回路においては、10CFR50

附則 R, III.G.2 項の防護が施されてい

ることを確認すること。 

 

物
理
的
隔
離
が
で
き

な
い
場
合 

○ 72 時間にわたって安全に温態停止状

態にとどまることができない原子炉設

計については、冷温停止状態を実現し

て、必要な期間その状態を保つことが

○原子炉の安全停止に重要ではあるが成

功パスは構成しておらず、10CFR50 附則

R, III.G.2 項が適用されないケーブル

に対しては、ケーブルの故障モードの影
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できるきることを解析により実証する

こと。（10CFR50 附則 R（III.G.3）、

RG1.189 （ 5.3 5. Safe-Shutdown 

Capability） 

○ 火災をモデル化して、サクセス・パス

の一部ではない安全停止にとって重要

な機器が防護されていることを実証し

てもよい。火災をモデル化する場合に

は、認可取得者の火災防護プログラム

及び認可条件に基づいて行うこと。（適

用除外申請で認められたもの、RG1.189

（5.3.1.4 Fire Modeling）） 

響を解析し、安全停止能力に影響を及ぼ

さないことを確認すること。 

 

※ 「電気的隔離」及び「物理的隔離」、又は「電気的隔離」及び「物理的隔離ができない

場合」を満たす必要がある。 

（２）回路の隔離不足が 2次火災又は設備の損傷を誘発させる可能性（課題 A） 

 「回路の隔離」とは、検査における回路解析において、表３右側欄のとお

り、電気的な隔離と物理的な隔離の両面を指している。理論上、回路の故障が

発生した際に、どちらかの隔離が不十分であった場合、2 次火災又は設備の損

傷を誘発させる可能性があると、指摘されたものである。 

このうち、電気的な隔離については、回路上の SSD用ブレーカー及びヒュー

ズが正常に作動すれば、故障電流の遮断によって 2次火災及び設備の損傷を防

ぐことができるため、米国においては、SSD 用ブレーカー及びヒューズの検査

を行い、適切なブレーカー及びヒューズが装着されていることを、審査／検査

の双方で確認している。 

（３）決定論的火災防護プログラムと「直流電流計回路を含む解析に関して、未

解析の状態が存在する可能性」（課題 B） 

米国の決定論的火災防護プログラムでは、規制要求どおりの適切な系統分離

対策ができない「安全停止に重要な機器の安全停止機能」の部分について、代

替/専用停止設備の設置や特定区画の適用除外等により、回路故障解析を含む

火災モデルによる評価による証明が認められている（表３の「物理的隔離がで

きない場合」）。火災モデルによる評価とは、必要な構築物、系統及び機器が、

火災による回路故障から防護されることにより、安全停止が達成・維持される

ことを定量的又は定性的に裏付けるために行うものである。 

米国では、火災モデルによる評価の一部として実施する回路故障解析には、

SSD 用ブレーカー及びヒューズがない（又は正常に作動しない）場合について

考慮されていない。しかし、実際には、検査の際に直流電流計回路にヒューズ

の不備が見つかったことから、ヒューズの不備を前提とした解析が実施されて

いないことを「未解析の状態」であると指摘し、「直流電流計回路を含む解析要

件に関して、未解析の状態が存在する可能性」が課題として提示されたもので

ある。 

物
理
的
隔
離
が
で
き
な
い
場
合
（
続
き
） 
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日本の規制要求では物理的に系統分離対策を求め、このような回路故障解析

を使用した評価による証明を想定していないため、課題として考慮する必要は

ないといえる。 

（４）まとめと評価 

調査から、「回路の隔離不足が 2次火災又は設備の損傷を誘発させる可能性（課

題 A）」については、電気故障時の過電流事象により発生の可能性がある火災及び

損傷に対する防護対策としての SSD 用ブレーカー及びヒューズの検査が重要で

あることが分かった。 

我が国の実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準では、

「電気系統は、（中略）保護継電器と遮断器の組合せ等により故障回路の早期遮

断を行い、過熱、焼損の防止する設計であること」を求めており、電気的な隔離

に関する検査（SSD 用ブレーカー及びヒューズの検査）を行うことが可能である。 

決定論的火災防護プログラムと「直流電流計回路を含む解析において、未解析

の状態が存在する可能性」（課題 B）については、日本の規制要求からすれば、課

題として考慮する必要はないといえる。 

２．４ 火災防護関連の検査について、NRC へ検査官等を派遣し情報収集 

 2022 年 11 月 25 日から 12 月 17 日までの期間、検査グループの検査官を NRC へ

派遣し、火災防護関連の検査手法として、サンプルの選定、検査方針の決定、各種

火災解析（火災ハザード解析・火災 PRA・火災時安全停止解析）の前提／モデルと

の整合等火災シナリオに基づく検査について調査した。また、このような火災シナ

リオに基づく検査が、系統分離対策を含めた火災防護対策に不備があった場合、安

全機能を有する構築物、系統及び機器に対して、どのような影響を与えるかといっ

た観点からの指摘を行う上で一つの有用な手法であることを確認した。（詳細は、

資料５９－３－１を参照。） 

３．調査を踏まえた電気的な隔離に関する検査の実施可能性調査 

「回路の隔離不足が 2次火災又は設備の損傷を誘発させる可能性（課題 A）」に

ついて、電気的な隔離に関する検査としての SSD用ブレーカー及びヒューズの検

査の実施可能性と有効性を評価するために、プラントにおいて試検査を実施した。

概要は以下のとおりである。 

（１）実施プラントと実施日 

   川内原子力発電所：令和 5年 8月 28日～9月 1日、9月 19日～22日 

   伊方発電所：令和 5年 10月 23日～26 日 

（２）実施方法 

３年ごと検査附属書（決定論）「02.02 f.項 回路解析」に記載された、「SSD用

ブレーカー及びヒューズの配置及び設定（容量等）が適正であり、冗長化又は代
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替の安全停止系あるいは機器の電源を保護できることを確認すること。ブレーカ

ー及びヒューズの配置及び設定がプラント設計図書の記載と相違ないこと」に基

づき、具体的には、次のような試検査を実施した。 

・ 回路図面において、SSD 用ブレーカー及びヒューズが有効に作動すること。

また、SSD用ブレーカー及びヒューズの保全計画（点検計画・周期）、点検方

法等の確認 

・ 現場において、回路図面どおりに、SSD 用ブレーカー、ヒューズが設置され

ていることの確認 

                               

回路図面に関する確認の様子 

 

 

 

                                      

現場確認の様子 
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（３）実施結果 

（ａ）回路図面に関する確認結果 

両プラントとも、回路図面において、SSD 用ブレーカー及びヒューズの設置

に問題がないことが確認できた。 

SSD 用ブレーカー及びヒューズの保全計画（点検計画・周期）は、ブレーカ

ーについては交換計画を定め、点検については、電気盤全体で行う計画になっ

ていることを確認した。ヒューズについては、交換計画はないものの、点検に

ついては、ブレーカー同様、電気盤全体で行う計画となっていた。点検方法は、

共に、外観点検等により機械的機構の健全性を確認することになっていた。 

また、ブレーカー、ヒューズ共に、交換実績があることを記録により確認し

た。 

（ｂ）現場確認の結果 

両プラントとも、回路図面に基づき、必要な SSD用ブレーカー及びヒューズ

が設置されていることを確認できた。 

（４）まとめと評価 

今回、３年ごと検査附属書（決定論）「02.02 f.項 回路解析」に基づく、電気

的な隔離に関する検査としての SSD 用ブレーカー及びヒューズの試検査を実施

し、原子力規制検査として実施可能であることを確認した。 

これらのブレーカー及びヒューズは、適切に保全されていることを確認できれ

ば、設置される電気盤が更新されない限り、3 年ごとの火災防護検査で必ずしも

行う必要はないものと考えられる。一方で、これらのブレーカー及びヒューズの

検査は、ブレーカー及びヒューズが設置された電気盤そのものを更新した際、又

は、系統分離対策の不備を指摘する際に、関連機器の電気的な健全性を確認する

際には有効であると考えられる。 

今後、3 年ごとの火災防護検査の中で SSD 用ブレーカー及びヒューズの検査も

取り扱うこととし、設備更新等の状況に応じて実施する。 

 

４．まとめと今後の対応 

日本においては、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、

系統及び機器は、系統分離することが規制要件となっており、決定論的に系統分離

することを求めている。米国では、確率論的手法を用いた火災防護が許容されてお

り、これに関連して、第 12回技術情報検討会において「回路故障が 2次火災又は設

備の損傷を誘発させる可能性(Y2015-12-01)」が要対応技術情報となった。 

これまで、長期間にわたり、付随する課題を含め、米国の火災防護に関する審査・

検査の調査を実施してきた。その結果は以下のとおり。 

・ 米国火災防護規制の最近の動向の調査の結果、過去の報告以降に新たに規制
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要求の変更はなかった。 

・ 国内事業者と情報共有、事業者の対応状況について意見聴取の結果、火災時安

全停止回路解析に係る取組として、事業者は「直流電流計回路へのヒューズ等

の設置」を実施中であり、2024 年度までに対策を完了する予定である。また、

ATENA 及び NRRC は中長期的取組として火災 PRA、回路解析手法検討を行うと

している。 

・ 関連する NRC の審査及び検査制度についての文献調査の結果、電気故障時の

過電流事象により発生の可能性がある火災及び損傷に対する防護対策として

の SSD用ブレーカー及びヒューズの検査が重要であることが分かった。 

・ 電気的な隔離に関する検査としての SSD 用ブレーカー及びヒューズの試検査

を実施し、３年ごとの原子力規制検査として実施可能であることを確認した。 

以上により、本報告をもって「回路故障が 2 次火災又は設備の損傷を誘発させる

可能性(Y2015-12-01)」については、現状で十分に対応が可能であり、さらに高度な

レベルで火災による回路故障の影響を確認することは不要であるとして、スクリー

ニングアウトすることとしたい。また、今後も、米国等海外における、火災影響評

価の高度化に関する重要性を示す情報を収集し、必要があれば、関連の検討を行う。 

なお、原子力エネルギー協議会（ATENA）は、中長期対応として火災 PRAにおける

回路解析を検討するとしており、「回路故障モード尤度解析」を 2023 年度までに試

行予定としていることから、今後、聴取し、技術情報検討会に報告する。 

 

 

 

 

参考１ 火災時安全停止回路解析に係る検討状況について（令和 4 年 11月 18日面

談資料） 

参考２ 火災時安全停止回路解析に係る検討のうち LER情報分析結果（令和 5年 7

月 6日面談資料） 

 

 47 



1

（参考１）

13  48 



2

3

14  49 



4

5

15  50 



6

Control
Transformer Fuse

1

2

3

Fire damages the insulation
of both conductors, allowing
the conductors to make contact.

A conduction path is created
that circumvents the control switch.

Power is applied to the contactor
coil.  The coil energizes and closes
the main-line contacts causing the
motor to spuriously start.

Motor

Terminal
Block

Terminal
Block

Contactor
Coil

Control
Switch

Control PanelMotor Control Center Cubicle

2-Conductor
Field Cable

 

Control 
Transformer Fuse 

1 

2 

3 

Fire damages the jacket and 
insulation of both cables, allowing 
an energized conductor (of proper 
polarity and magnitude) from the 
external cable to make contact with 
the conductor connected to the 
downstream side of the control switch. 

Power is applied to the contactor 
coil.  The coil energizes and closes 
the main-line contacts causing the 
motor to spuriously start. 

Motor 

Terminal 
Block 

Terminal 
Block 

Contactor 
Coil 

Control 
Switch 

Control Panel Motor Control Center Cubicle 

A complete circuit is created 
independent of the normal power 
supply and control switch. 

External hot short 

7

7

16  51 



（参考２）

17  52 



18  53 



19  54 



20  55 



21  56 



22  57 



23  58 



24  59 



 

1 
 

 

米国 PWR の炉心そう溶接部で発見された亀裂に関する事業者の対応 

 

2 0 2 4 年 1 月 2 5 日  

技 術 基 盤 課 

システム安全研究部門 

１．経緯 

米国ロビンソン発電所２号機1の炉心そう2上部周方向溶接部（Upper Girth Weld、

以下「炉心そう溶接部」という。）で発生した亀裂（以下「本事象」という。）につい

て、第 61 回技術情報検討会において関連する米国情報を収集・整理し、また、日本

国内における対応について原子力エネルギー協議会及び電気事業者（以下「事業者等」

という。）からの聞き取りを行い、報告した。同検討会において、今後、以下の情報

収集等行い、適宜、技術情報検討会に報告することとなった。 

① 安全停止できるとする技術的根拠及び今後の取組について、事業者等から説明

を受ける。 

② 米国産業界の原因調査は、2024 年秋以降に完了する見込みであることから、今

後も原因調査に関する情報収集を継続し、適宜 NRC との意見交換を実施する。 

③ 亀裂解釈3には、具体的な炉心そうの健全性評価手法が規定されていないことか

ら、今後の維持規格の技術評価を見据え、原子力規制庁においても炉心そうの

健全性評価手法について、情報収集を行う。 

このうち、①について、面談で資料を受領したことから概要を報告する。 

 
図１ 炉内構造物の概要4,5 

 
1 サウスカロライナ州ハーツビル近郊の PWR プラント。出力は 759MW、1971 年運転開始。 
2 原子炉の内部に設置された構造物で、上部が原子炉容器位置決めピンで原子炉に固定され、下部はラジアル

キーにより回転しないように水平方向が、原子炉容器位置決めピン及び二次炉心支持構造物により上下方向が

固定されている。その役割は、水平方向の炉心支持及び位置決め、冷却水流路の維持及び流量適正配分とされ

ている。 
3 「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」（原規技発第

2107219 号（令和３年７月 21 日原子力規制委員会決定）） 
4 PWR 炉内構造物点検評価ガイドライン［一般点検］「図１ 解説図 1-3-2 「炉心支持・位置決め」機能に関

連する機器・部品」,原子力安全推進協会  
5 H.B.ロビンソン２号機 炉心槽割れに関する事業者の受け止めについて（令和 5 年 9 月 21 日 原子力エネル

ギー協議会との面談資料）,原子力安全推進協会  

<技術情報検討会資料> 
技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議
体であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。  

資料６３－１－３ 
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図２ 炉心そうの模式図6 

 

２．事業者等の資料の概要 

原子力規制庁は、PWR の炉心そう溶接部に対する事業者等の対応状況について、面

談を実施し、以下の内容について説明を受けた（参考参照）。 

２．１ 目視試験（VT-37）の見直し結果 

事業者等は 2023 年 9 月～12 月に掛けて、国内 PWR プラントにおける下部炉心構造

物の可視可能な範囲の溶接線（内外面）に対して過去に ISI（供用期間中検査）で実

施した目視試験（VT-3）の録画映像を再確認した（ただし、泊３号機の外面に対する

供用期間中検査は今後の ISI で実施予定）。「溶接線付近に亀裂はありえる」という意

識で図３及び図４の青実線で示された溶接線を再確認した。その結果、録画映像で確

認できる範囲で、溶接部近辺に変形、破損及び機器表面における異常はなかった。 

 

図３ 下部炉心構造物内面の再確認範囲（青実線部）5 

 
6 米国電力中央研究所(EPRI)の Materials Reliability Program: Pressurized Water Reactor Internals 

Inspection and Evaluation Guidelines (Revision 1-A) 
7 VT-3 は機器の変形、心合せ不良、傾き、隙間の異常、ボルト締め付け部の緩み、部品の破損、脱落及び機器

表面における異常の検出に使用される目視試験の方法で、日本機械学会維持規格(IA-2523)で定義されている。 
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図４ 下部炉心構造物外面の再確認範囲（青実線部）5 

 

２．２ 安全停止できるとする技術的根拠 

 事業者等から炉心そうの全周破断時の安全停止について、静的及び動的な観点から

説明があった。 

（１）炉心そう溶接部の全周破断時の炉心降下量の制限について 

○ 炉心そう溶接部が全周破断した場合でも炉心降下量が制限されるよう設計し

ている。 

- 炉心そう破断により下部炉心構造物が落下すると二次炉心支持構造物の下

端が原子炉容器下部鏡に着底し、炉心降下量が制限される。 

- ショックアブソーバが塑性変形することで炉心落下時のエネルギーを吸収

する構造となっている。 

- 炉心降下量よりも燃料案内ピンの嵌り込み量が大きいため、燃料案内ピン

が外れることはなく、燃料集合体への制御棒挿入機能は維持される。 

 

（２）炉心そう溶接部の全周破断時の制御棒挿入性の担保について 

○ 炉心そう溶接部が全周破断した場合の制御棒挿入性を担保するために、炉内

構造物、制御棒及び燃料集合体は以下の設計上の考慮をしている。 

- 燃料案内ピンの挿入長さ管理：燃料集合体への燃料案内ピンの挿入長さを

炉心降下量以上に設定している。 

- 制御棒の初期挿入長さ管理：燃料集合体への制御棒の初期挿入長さを炉心

降下量以上に設定している。 

- 炉心降下量の制限：原子炉容器と底板との隙間、ショックアブソーバ構造

により炉心降下量を制限している。 

- 上部炉内構造物・炉心そうフランジ部の変形・回転拘束：上部炉内構造物・

炉心そうフランジ部は、原子炉容器上部ふた及び押えリングで挟むことに
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より鉛直方向、水平方向及び回転を拘束している。 

- 下部炉内構造物の回転拘束：下部炉内構造物（炉心そう下部）の下端は、

ラジアルキーとクレビスインサートが凹凸形状で取り合うことで、下部炉

内構造物の回転を拘束している。 

 

（３）炉心そう溶接部の全周破断時の安全停止について 

○ 炉心そう溶接部の全周破断と地震が同時に発生し、炉心そうの破断部から炉

心そう内側にバイパス流が発生するとともに、炉内構造物や燃料集合体等が

地震により加振しても安全停止するよう設計している。 

- 設計上の配慮により炉心そう破断時の炉心降下量を制限しており、バイパ

ス流や地震による振動を考慮しても制御棒は挿入される。 

- この炉心降下量の制限により冷却材流路は確保されるため、蒸気発生器を

介した炉心の冷却は可能であり、安全に停止する。 

 

（４）押えリングの応力緩和の影響について 

○ 仮に押えリングが応力緩和（リラクゼーション）した場合、炉心そう上端の

支持条件が変化するため、炉心そうの振動挙動が変化する可能性があるが、

国内プラントについては、応力緩和によって押えリングが機能を喪失する可

能性がないことを高経年化技術評価で確認済であり、炉心そうの振動挙動が

有意に変化することはない。 

 

２．３ 本事象対応に係る今後のスケジュール 

 事業者等から本事象に対する今後のスケジュール案について説明があった。 

（１）炉心そう溶接部の詳細検査（MVT-18、UT9）装置の製作等 

○ PWR 電力共同委託により検査装置を製作する。 

○ モックアップ実証、検査要員の訓練を実施する。 

 

（２）炉心そうの健全性評価手法及び非破壊検査基準の整備 

○ PWR 電力共同委託により検討を進める。 

○ JANSI 炉内構造物ガイドラインの制定を検討する。 

○ 日本機械学会維持規格の制定を検討する。 

 

（３）詳細検査の実施 

○ 2024年秋以降に完了見込みである米国産業界による原因調査の結果を精査し、

 
8 MVT-1 は機器の表面について、摩耗、亀裂、腐食、浸食等の異常を検出するために行う遠隔目視試験の方法

で、日本機械学会維持規格(IA-2525)で定義されている。 
9 UT（超音波探傷試験）により目視試験で検出された傷等のサイジング（長さ及び深さの測定）を行う。 
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国内においても早期の実施が必要と判断される場合は詳細検査を行う。 

○ 詳細検査に向けて、健全性評価手法及び非破壊検査判定基準を文書化し、暫

定基準として原子力規制庁へ提案、協議する。 

○ 詳細検査として内面及び外面の MVT-1 を実施する。 

○ MVT-1 で傷等を検出した場合は UT を実施する。 

 

３．今後の進め方 

本事象について、安全停止できるとする技術的根拠及び今後の取組について、事業

者等からの聞き取りを行った。過去の ISI における録画映像による VT-3 の見直し結

果については、「溶接線付近に亀裂はありえる」という意識で確認し異常は認められ

なかったとのことであり、現時点で追加の検査等の必要はないと考える。また、安全

停止できるとする技術的根拠についても説明を受け、仮に炉心そう溶接部に亀裂が発

生し、全周破断したとしても、制御棒の挿入等に支障はない設計であることを確認し

た。今後、事業者等は、炉心そう溶接部の詳細検査（MVT-1、UT）装置の製作等、炉

心そうの健全性評価手法及び非破壊検査基準の整備を行うとしていることから、引き

続き聴取等行い、適宜、技術情報検討会に報告する。 

なお、上記１．②の NRC との意見交換は、3 月に実施する予定であり、その結果も、

適宜、技術情報検討会に報告する。 

 

 

 

（参考）（令和 6 年 1 月 18 日 原子力エネルギー協議会との面談資料） 

 

 

 64 



© MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  All Rights Reserved.

0

三菱重工原子力技術資料：クラスBCopyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

H.B.ロビンソン２号機 炉心槽割れに係る
対応状況について

2024年1月18日

原子力エネルギー協議会

0

© MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  All Rights Reserved.

1

三菱重工原子力技術資料：クラスBCopyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

１．炉心槽破断時の安全停止について
〔質問回答〕
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炉心槽全周破断時の炉心降下量の制限について 添付1

運転時 炉心槽全周破断時 ◆万一の炉心槽全周破断時

・炉心槽破断により下部炉心構造物が落下すると、
二次炉心支持構造物の下端が原子炉容器下部
鏡に着底し、炉心降下量が制限される。
・ショックアブソーバが塑性変形することで炉心落下
時のエネルギーを吸収する構造である。

・炉心降下量（A）よりも燃料案内ピンの嵌り込
み量（B）が大きいため、燃料案内ピンが外れるこ
とは無く、燃料集合体への制御棒挿入機能は維
持される。

[補足] ショックアブソーバの設計

炉心降下量は以下の式で表される。
A＝Gap ＋ ΔL

（Gap：運転時の底板と原子炉容器の隙間）
（ΔL：ショックアブソーバの塑性変形量）

二次炉心支持構造物

燃料案内ピン
嵌り込み量

運転時の底板と原子炉
容器の隙間

B

燃料案内ピン

炉心降下量

上部炉心板

燃料集合体上部ノズル

炉心降下量

A＝Gap + ΔL

着底
Gap

原子炉容器

ショックアブソーバ
の塑性変形量

（ΔL）

燃料案内ピン
が外れない

ショックアブソーバ

A
燃料
案内ピン

二次炉心支持構造物

底板

2ループ 3ループ 4ループ

B

A

GAP

枠囲みの範囲は機密に関する事項
ですので公開できません

3
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• 炉心槽溶接部の全周破断と地震が同時に発生すると、炉心槽の破断部から炉心槽内側にバイパス流
が発生するとともに、炉内構造物や燃料集合体等は地震により加振される。

• 設計上の配慮により炉心槽破断時の炉心降下量を制限しており、バイパス流や地震による振動を考慮
しても制御棒は挿入される（添付2）。また、この炉心降下量の制限により冷却材流路は確保されるた
め、蒸気発生器を介した炉心の冷却は可能であり、炉心は安全に停止する。

炉心降下

炉心槽全周にわたり
開口部が発生する

開口部より炉心槽内側にバ
イパス流が発生する

炉心降下量の制限により、
冷却材流路は確保され
る

通常時 炉心槽破断時

炉心槽全周破断時の安全停止について①
4
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炉心槽全周破断時の安全停止について②（地震時）

• 制御棒の挿入経路は、制御棒駆動装置、制御棒クラスタ
案内管及び燃料集合体である。

• 制御棒駆動装置及び制御棒クラスタ案内管の支持状態
は炉心槽破断前後で変わらないため、地震時の変位は変
わらない。

• 炉心槽破断により炉心は降下するが、燃料案内ピンから燃
料集合体は抜けず、燃料集合体の上下端は燃料案内ピ
ンとかん合した状態である。また、燃料集合体は炉心槽内
側のバッフル板で囲まれた空間にあり、地震時には限られた
空間で振動するため、変位は制限される。

• 炉心降下の状態でも制御棒先端は燃料集合体に挿入さ
れており、また、地震により加振された場合でも制御棒の挿
入経路の変位は制限されるため、制御棒は燃料集合体に
挿入される。

• 通常運転時において、炉心槽出口ノズルの近傍にある制
御棒クラスタ案内管は、出口ノズルへ向かう1次冷却材が
作用する厳しい横流れ環境で、制御棒挿入性に問題ない
ことを確認している。炉心槽破断に伴いバイパス流（炉心
槽外面から内側に向かう流れ）が発生するが、その分、主
流の割合は低下するため、横流れが有意に厳しくなることは
なく、制御棒の挿入性に問題はないと考えられる。

炉心降下

制御棒挿入経路

制御棒駆動装置

制御棒クラスタ
案内管

燃料集合体

破断

炉心断面
燃料集合体

炉心槽

バッフル板

炉心断面

燃料集合体はバッフル板
に囲まれた空間に装荷さ
れており、振動可能範囲
（変位）は制限される

添付2

燃料案内ピン
が外れない

燃料集合体
上部

5
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押えリングの応力緩和の影響

【押えリングの応力緩和による影響について】

• 仮に押えリングが応力緩和（リラクゼーション）した場合、炉心槽上端の支持条件が変化するため、炉心
槽の振動挙動が変化する可能性があるが、国内プラントについては、応力緩和によって押えリングが機能
を喪失する可能性がないことを高経年化技術評価のとおり確認済であり、炉心槽の振動挙動が有意に
変化することは無い。

＜押えリングの応力緩和に関する高経年化技術評価：高浜2号機の例＞

6
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＜参考＞炉心槽全周破断時の制御棒機能維持

運転時 炉心槽全周破断時
・炉心槽破断により下部炉心構造物が落
下すると、二次炉心支持構造物の下端
が原子炉容器下部鏡に着底し、炉心降
下量が制限される。

・加えて、制御棒挿入長さ( )は、
炉心降下量よりも十分長いことから、万一
の炉心槽破断時においても、制御棒挿入
機能は維持される。

二次炉心支持構造物

燃料案内ピン
嵌り込み量

運転時の底板と原子炉
容器の隙間

B

燃料案内ピン

炉心降下量

上部炉心板

燃料集合体上部ノズル

炉心降下量

A＝Gap + ΔL

着底Gap

原子炉容器

ショックアブソーバ
の塑性変形量

（ΔL）

燃料案内ピン
が外れない

ショックアブソーバ

A
燃料案内ピン

底板

2ループ 3ループ 4ループ

B

(C)

A
(注1)

GAP

枠囲みの範囲は機密に関する事項
ですので公開できません

C

（注1）

制御棒の挿入長さ

制御棒（下端）

上部炉心板

燃料集合体

制御棒挿入長さ：

7
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２．至近の供用期間中検査のVT-3ビデオ画像
見直し結果

8
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9

至近の供用期間中検査のVT-3ビデオ画像見直し結果

⚫結果欄の「✔」は、供用期間中検査(VT-3)の録画映像で確認できる範囲で、「溶接線付近に亀裂がありえる」という
意識づけ（本事象の周知教育）を行った上でビデオを見直した結果、溶接線付近に変形、破損および機器表面に
おける異常は認められなかったことを示す。

⚫ (*1)2023年9月はロビンソン事象のあった周溶接部のみ。2023年12月は残りの溶接部を確認。

実施日 結果 実施日 結果

泊1号機 第16回（2010年1月） 2023/12/7 ✔ 第15回（2008年8月） 2023/12/7 ✔

泊2号機 第16回（2011年9月） 2023/12/7 ✔ 第15回（2010年5月） 2023/12/7 ✔

泊3号機 第1回（2011年1月） 2023/12/7 ✔ 未実施

敦賀2号機 第17回（2010年4月） 2023/12/15 ✔ 第16回（2007年9月） 2023/12/15 ✔

美浜3号機（CIR後） 第26回（2021年11月） 2023/12/20 ✔ 第26回（2021年11月） 2023/12/20 ✔

2023/9/7(*1) ✔ 2023/9/7(*1) ✔

2023/12/20 ✔ 2023/12/20 ✔

高浜2号機 第27回（2011年12月） 2023/12/25 ✔ 第27回（2011年12月） 2023/12/25 ✔

高浜3号機 第26回（2023年12月） 2023/12/25 ✔ 第24回（2020年8月） 2023/11/30 ✔

高浜4号機 第24回（2022年9月） 2023/12/25 ✔ 第24回（2022年7月） 2023/12/25 ✔

大飯3号機 第19回（2022年9月） 2023/12/20 ✔ 第15回（2011年4月） 2023/12/20 ✔

大飯4号機 第17回（2020年11月） 2023/12/20 ✔ 第18回（2022年4月） 2023/12/20 ✔

伊方3号機
第11回（2008年9月）

第13回（2011年5月）
2023/12/14 ✔ 第13回（2011年5月） 2023/12/14 ✔

川内1号機 第25回（2020年6月） 2023/9/27 ✔ 第25回（2020年6月） 2023/9/27 ✔

川内2号機 第25回（2022年3月） 2023/9/27 ✔ 第25回（2022年3月） 2023/9/27 ✔

玄海3号機 第16回（2022年7月） 2023/10/31 ✔ 第16回（2022年6月） 2023/10/31 ✔

玄海4号機 第15回（2022年10月） 2023/10/31 ✔ 第15回（2022年10月） 2023/10/31 ✔

VT-3動画見直し

対象：LCI外面対象：LCI内面

ＩＳＩ実績年月 ＩＳＩ実績年月

高浜1号機 第27回（2023年2月） 第27回（2023年2月）

プラント VT-3動画見直し
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３．炉心槽割れ事象対応に係るスケジュール（案）
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11

炉心槽割れ事象対応に係るスケジュール（案）

2022年度 2027年度～
１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

PWR電力共同委託による、検査装置の製作、

モックアップ実証、要員トレーニングの実施

PWR電力共同委託による炉心槽健全性評価手

法、非破壊検査判定基準の検討

JANSI炉内構造物点検評価ガイドライン「炉心

槽」作成

JSME維持規格

産業界にて健全性評価手法、非破壊検査基準を

至急文書化、ＮＲＡへ暫定基準として提案、協

議

炉心槽上部周溶接線の詳細検査（内面ＭＶＴ－

１、外面ＭＶＴ－１（炉心槽吊り出し定検

時））、傷検出時はＵＴ実施

＜ベースケース＞

＜早期詳細検査ニーズ発生ケース＞

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

１．炉心槽溶接線の詳細検査（ＭＶＴ－１、ＵＴ）装置の製作等

２．炉心槽健全性評価手法、非破壊検査判定基準の整備

ＮＲＡ技術評価

▼11 HBロビンソン2 OE

▼12 当該炉定検終了
▼2 米国産業界検討チーム発足

▼5 米国暫定ガイド制定

▽5 米国暫定ガイド発効

▽秋当該炉次回定検

ガイドライン制定

規格制定

暫定基準
協議

詳細検査

原則として、BWRシュラウ
ドと同様、維持規格制定・
エンドースを目指す。

早期詳細点検ニーズ発生の
場合、委託成果を早期に文
書化し、NRAへ暫定基準と
して提案、協議→検査

▽#83検討会（制定の考え方）

▽#85検討会（発行承認）
▽#84検討会（制定案）

評価作業会→維持規格分科会→

原子力専門委→規格委

⚫炉心槽健全性評価手法の素案が作成できた段階、ガイドラインが制定できた段階等、節目ごとに進捗状況を報告する。
⚫また、米国原因調査等の情報を継続的に収集し、適宜、共有する。
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最新知見のスクリーニング状況の概要（自然ハザード以外に関するもの）（案） 

令和 6年 1月 25 日 長官官房 技術基盤グループ 

（期間：令和 5年 11月 17日から令和 6年 1月 5日まで） 

最新知見等 

情報シート番号 
件名 

スクリーニング結果 

(対応の方向性(案)) 
資料ページ 

23SA-(B)-0002 High burnup fuel source term accident sequence analysis ⅳ） 2～3 

 

対応の方向性（案）：ⅰ）直ちに規制部等関係部署に連絡･調整し、規制庁幹部に報告する。ⅱ）対応方針を検討し、技術情報検討会へ諮問する。ⅲ）技術

情報検討会に情報提供･共有する。ⅳ）情報収集活動を行い、十分な情報が得られてから再度判断する（必要な場合には安全研究を実施

する）。ⅴ）安全研究企画プロセスに反映する。 ⅵ）終了案件とする。以下同じ。 

  

資料６３－２－１ 

<技術情報検討会資料> 
技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体
であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。 
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最新知見のスクリーニング状況（自然ハザード以外に関するもの）（案） 

令和 6年 1月 25 日 長官官房 技術基盤グループ 

（期間：令和 5年 11月 17日から令和 6年 1月 5日まで） 

最新知見

等情報シ

ート番号 

件名 情報の概要 受理日 

1次スクリーニング 2次スクリーニング 

対応

の方

向性 

理由 

対応

の方

向性 

理由 
対応

方針 

23SA-

(B)-0002 

High 

burnup 

fuel 

source 

term 

accident 

sequence 

analysis 

公 表 文 献 ： SAND2023-01313, Sandia National 

Laboratories 

 

タイトル：High burnup fuel source term accident 

sequence analysis  

 

著者：L.I. Albright, L. Gilkey, D. Keesling, C. Faucett, 

D.M. Brooks, K.C. Wagner, L.L. Humphries, J. Phillips, 

D.L. Luxat  

 

公表日： 

2023年 4月 

 
当該報告書は燃料の高燃焼度化と高濃縮度化が

軽水炉の事故時ソースタームに与える影響を評価す

ることを目的として、前報(SAND2011-0128)の手法を

踏襲しながら、実際に導入が予定されている燃料を

対象に、最新知見を反映した MELCOR コードによる

解析を行っている※。その結果、燃焼度や改良された

モデルの影響によりソースタームに変化が生じるも

のの、事故時ソースタームに大きく影響を及ぼすこと

はなく、事故シナリオによる差異の方が大きいことが

示された。例えば、事故時の高温環境下で原子炉圧

力バウンダリが早期に破れる事故シナリオでは、格

納容器への放射性物質の放出量が増加することが

指摘されている。 

2023/12/1 ⅳ） 

事故時のソースタームは、実

用発電用原子炉の審査にお

ける確認、防護措置の評価等

の基礎となる最も重要な情

報であり、継続的に最新知見

を反映する必要がある。 

 

実用発電用原子炉の審査で

は、事業者の事故対策につい

て、「想定する格納容器破損

モードに対して、原子炉格納

容器の破損を防止し、かつ、

放射性物質が異常な水準で

敷地外へ放出されることを

防止する対策に有効性があ

ることを確認する。」必要が

ある。 

 

原子力災害対策指針では、緊

急事態区分及び緊急時活動

レベル（ＥＡＬ）を定めてい

るが、第７回緊急時活動レベ

ルの見直し等への対応に係

る会合において、新規制基準

を踏まえたオンサイトにお

ける EAL とオフサイトにお
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最新知見

等情報シ

ート番号 

件名 情報の概要 受理日 

1次スクリーニング 2次スクリーニング 

対応

の方

向性 

理由 

対応

の方

向性 

理由 
対応

方針 

※炉心平均燃焼度： 60GWd/MTU 及び 80GWd/MTU 

濃縮度：5wt%及び 8wt% 

ける防護措置となるよう、全

体の見直しが必要とされて

いる。 

 

本報告書は、燃料の高燃焼度

化及び高濃縮度化が事故時

のソースターム評価に大き

な影響を与えないとしてい

る。したがって、現行規制で

の審査の視点、基準等の変更

を検討する情報には該当し

ないと判断する。 

 

一方、事故時のシナリオを検

討することの重要性が指摘

されているものと考える。こ

れまで米国 NRC 等が事故時

ソースタームの評価を継続

的に実施してきたことを鑑

み、今後も継続的に情報を収

集する。 
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伊豆鳥島近海で近年発生した津波の特徴 

と 2023 年 10 月 9 日津波の発生原因の推察 

 

令和６年１月２５日 

地震・津波研究部門 

 

１． 経緯 

2023 年 10 月 9 日東京都八丈島八重
や え

根
ね

において、津波（以下「今回の津波」と

いう。）が観測されたことから、気象庁は同日 6 時 40 分に伊豆諸島及び小笠原

諸島に津波注意報を発表し、その後、津波注意報の範囲を拡大する続報を順次発

表した（同日 12 時 00 分に解除）[1]。今回の津波では、八丈島八重根において最

大で津波高さ 0.7m など、伊豆諸島、小笠原諸島及び千葉県から沖縄県にかけて

の太平洋沿岸で津波が観測された[1]。八丈島の八重根港では係留していた小型の

船が 2 隻転覆した等の被害が報告されている[2]。今回の津波は、同日の 4 時頃か

ら 6 時台の間に伊豆鳥島近海で多発した地震との関連性が指摘されているが[1]、

それらの地震及び今回の津波の発生原因については未だ不明である（2024 年 1

月 15 日時点）。 

第 42 回原子力規制委員会（2023 年 11 月 8 日）において、石渡委員より伊豆

鳥島近海で発生した今回の津波に関して調査し、その結果を報告するよう指示

があった。地震・津波研究部門では、今回の津波に関して現時点で公表されてい

る知見を調査した。また、伊豆鳥島近海では、過去にも火山活動や地震活動に伴

う津波が発生していることが知られており、その発生メカニズムの研究も行わ

れているため、調査範囲を拡張し、近年伊豆鳥島近海で発生した津波に関する知

見についての調査も行った。本調査の結果、今回の津波の発生原因は現時点では

確定されていないが、地震・津波研究部門では、火山活動に関連する現象の可能

性を考えている。本報告は、その調査結果と推察について説明するものである。 

 

２． 報告内容  

２．１ 伊豆鳥島近海のテクトニクスについて  

伊豆鳥島は、東京都心部から約 600km 南に位置する伊豆・小笠原弧上の火山島

の一つである（図 1）。伊豆・小笠原弧は、フィリピン海プレート北東縁部に位

置し、伊豆・小笠原海溝において太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に

<技術情報検討会資料> 
技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体
であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。 資料６３－２－２ 
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沈み込んでいることに関連して形成・発達した海洋性島弧1である[3][4]。伊豆・小

笠原海溝ではプレートが高角に沈み込むため背弧が発達し、また、プレート間の

結合力が弱いこと等から、南海トラフと比較しても地殻変動は活発とはいえな

い[5][6]。伊豆・小笠原海溝付近では、太平洋プレート内の深い領域で発生した地

震（2015 年 5 月 30 日 M8.1）が知られているものの、浅い領域において M8 程度

の巨大地震の発生は知られていない[7]。 

伊豆・小笠原弧の地形の特徴は、プレートの沈み込みによってできる海溝軸に

平行な南北の構造と、その構造を斜めに横切る北東―南西方向の構造の二つに

分けて考えることが出来る。南北の構造は、三列の海嶺からなり、東から、小笠

原海嶺、七
しち

島
とう

－硫黄
い お う

島
とう

海嶺、西七島海嶺と呼ばれている。七島－硫黄島海嶺は現

在の火山フロントに当たり、伊豆大島から南硫黄島にいたる第四紀の火山列で

火山活動が活発な地域である。また、七島－硫黄島海嶺と西七島海嶺の間には背

弧凹地（背弧リフト）を形成した南北性の配列を示す正断層系の存在が知られて

いる[8]。 

 
1 海洋プレートの下に別の海洋プレートが沈み込んだ場合に上盤プレートの縁に形成される島弧[4]。島弧

とは、海溝の陸側に存在する弧状の島列である。火山帯や深発地震帯などの特徴ある地形・地質現象を伴

って島弧-海溝系をなし、プレートの収束境界と位置づけられる[9]。海洋性島弧は、地殻が薄いために、海

上に露出するのは列をなす火山島程度である[4]。 
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図 1 伊豆・小笠原弧及び伊豆鳥島近海の海底地形図 

NRA 作 成 。 地 形 デ ー タ は

Chikasada (2020)[10]を使用し、海

底地形、火山等の名称を加筆。 
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２．２ 近年伊豆鳥島近海で発生した津波について  

伊豆鳥島近海において、近年発生した津波を年代順に表 1 に示す。以後では、

これらの津波の発生原因別に記載する。 

 

表 1 近年伊豆鳥島近海で発生した津波 

※地震調査研究推進本部資料[1]の「過去の地震活動」を参考に期間及び範囲を設定 

発生年月日 場所 規模 発生原因 津波高さ 

①1984 年 6
月 13 日 

須美寿島西
側、水深
1000m[11] 

Mw5.6[1

2] 
(GCMT) 

マグマの貫入[13]  伊豆諸島、房総から四国に至る
沿岸各地の検潮所で全振幅 0.1
～0.57m、周期 5～9 分の津波[11] 
八丈島の八重根漁港では全振幅
1.3～1.5m[11] 

②1996 年 9
月 5 日 

須美寿島付
近の伊豆・
小笠原海嶺
[14] 

Mw5.7[1

2] 
(GCMT) 

 波形の類似性から
1984 年の地震と同
じタイプの地震[14] 

 トラップドア断層破
壊[12] 

最大波の全振幅値[14] 
• 伊豆大島岡田 0.32m 
• 八丈島八重根 0.31m 
• 三宅島坪田 0.27m 
• それぞれ 5 分の短周期波 

③2006 年 1
月 1 日 

須美寿島付
近の伊豆・
小笠原海嶺
[14] 

Mw5.6[1

2] 
(GCMT) 

 波形の類似性から
1984 年の地震と同
じタイプの地震[14] 

 トラップドア断層破
壊[12] 

最大波の全振幅値[14] 
• 伊豆大島岡田 0.25m 
• 三宅島坪田・阿古 0.18-0.2m 
• それぞれ 5 分の短周期波 

④2006 年
10 月 24 日 

鳥島近海[15] M6.8[1] 東北東－西南西方向
に張力軸を持つ正断
層型[15] 

三宅島坪田で 0.16m[16] 

⑤2015 年 5
月 3 日 

津波源を海
底スミスカ
ルデラ内に
特定[17] 

Mw5.7[1

2] 
(GCMT) 

 カルデラ底の隆起と
周辺部の小さな陥没
[17] 

 トラップドア断層破
壊[12] 

• 八丈島八重根で 0.6m[18] 
• 神津島神津島港で 0.21m[18] 
• 千葉県から沖縄県にかけての太
平洋沿岸で微弱な津波[18]  

⑥2018 年 5
月 6 日 

鳥島近海
（スミスカ
ルデラ付
近）[19] 

Mw5.4[1

2] 
(GCMT) 

 トラップドア断層破
壊[12] 

• 八丈島八重根で 0.3m※1 
• 伊豆諸島と静岡県で微弱な津波 
※1： 巨大津波観測計により観
測（観測単位は 0.1m）[19] 

⑦2023 年
10 月 5 日 

鳥島近海[1] M6.5[1] 北東－西南西方向に
張力軸を持つ正断層
型で、フィリピン海
プレート内部で発生
した地震[1] 

• 八丈島八重根で 0.2m[1] 
（巨大津波観測計） 

⑧2023 年
10 月 6 日 

鳥島近海[1] M6.0[1]  • 八丈島八重根で 0.2m[1] 
（巨大津波観測計） 
• 八丈島神湊と鹿児島県で微弱な
津波[1] 
（所属機関の観測波形データを
もとに気象庁が検測した値） 
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２．２．１ 火山活動に伴う地震及び津波 

スミスカルデラ付近（図 2）において、火山活動に伴い、中程度の地震（Mw5.4-

5.7）[12]及び津波が発生したと考えられている（表 1 の①②③⑤及び⑥）。

Sandanbata et al.（2022） [12]によると 2015 年の津波（表 1 の⑤）については、

八丈島で地盤の揺れは感じられなかったものの、最大波高は 1m 程度あり、地震

規模から推定される津波より大きな津波が観測された。他の 4 つの津波に関し

ても 2015 年の津波（表 1 の⑤）と同様の波形を示しており、地震規模から推定

される津波より大きかった。これら 5 つの津波を発生させた地震の発震機構は

互いに類似し、通常の地震発震メカニズムとは異なることを示している。これら

の津波の発生メカニズムモデルとして、従前より火山活動に伴う津波の発生モ

デルが複数の研究者から提案されてきたが、最近では、Sandanbata et al.（2022）

[12]によって、2015 年の津波（表 1 の⑤）に対して、「トラップドア断層破壊2」

というカルデラ火山特有の地震現象が発生し、津波を引き起こしたというモデ

ルが提唱された（図 3[20]）。なお、1996 年、2006 年及び 2018 年（表 1 の②③及

び⑥）の津波についても発震機構等の類似性から「トラップドア断層破壊」と推

察されている[12]。 

 

 
2 カルデラ壁に沿って地中に伸びる円形の断層構造（環状断層）の破壊と、その直下でマグマを溜め込んだ

水平な板状の割れ目（マグマだまり）の開口が同時に発生する連動現象であり、マグマだまり内の高圧マ

グマから受ける上向きの力を駆動力にして発生[12][20]。これまで南米・ガラパゴス諸島の陸上火山（シエラ

ネグラ火山）のみで測地記録が観測されていた[12][20]。海域では、スミスカルデラ以外にニュージーランド

のケルマデック弧の火山島、カーチス島及びチーズマン島付近で発生した地震（2009 年、2017 年）におい

てトラップドア断層破壊の可能性が示されている[21]。 
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図 3 トラップドア断層破壊概念図（東京大学地震研究所、2022[20]） 

図 2 火山活動に伴う津波（スミスカルデラ） 

(Sandanbata et al., 2022[12]) 
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２．２．２ 地震活動に伴う津波 

2006 年 10 月 24 日の津波（表 1 の④）は、伊豆鳥島近海の浅いところで発生

した M6.8 の地震が起因とされている（図 4）。発震機構は東北東－西南西方向

に張力軸を持つ正断層型[15]であることから、２．２．１で前述したスミスカルデ

ラ付近で発生した火山活動に伴う地震の発震機構とは異なり、通常の地震発震

メカニズムであった[1]。 

また、伊豆鳥島近海では、今回の津波発生前の 10 月 2～8 日の間に M6.0 以上

の地震が 4 回発生した。そのうち最大の地震は、10 月 5 日に発生した震源深さ

約 10 ㎞の M6.5 の地震であり、津波を発生させた（表 1 の⑦）。その発震機構

は、東北東－西南西方向に張力軸を持つ正断層型で、フィリピン海プレート内部

で発生した地震である。また、10 月 6 日にも M6.0 の東北東－西南西に張力軸を

持つ正断層型地震が津波を発生させた（表 1 の⑧）[1]。 

図 4 地震活動に伴う津波（2006 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 5 日） 

（地震調査研究推進本部、2023[1]） 
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２．３ 今回の津波について 

２．３．１ 10 月 9 日の地震の特徴（発生源及び規模）について 

２．２．２で前述した 10 月 5 日及び 6 日の地震の震源付近では、10 月 9 日の

4 時頃から 6 時台にかけて地震が多発していたが、規模が小さく、震源の位置や

規模を推定するのに用いられる地震波の P 波及び S 波が不明瞭であったため、

震源が直ちに決定されなかった。その後の調査で、Ｔ波3と考えられる波を伴う

地震が少なくとも 14 回発生していたことが分かり、T 波の解析からこれらの地

震の発生源が孀婦
そ う ふ

海山
かいざん

に推定された（図 1 及び図 5）[1]。孀婦海山は、伊豆鳥

島から南方約 76km の背弧リフト内にある。地震の発生源は、震源深さが非常に

浅い地殻内又は海底にある可能性があることが示唆されている[22]。 

また、これらの地震活動の規模は、最大で M4.8[1]と推定された。一方、最大波

高分布に基づく津波マグニチュード4は Mt8.0[22]である。地震に伴う津波の場合

は M と Mt は概ね同じ値になる傾向があり、津波地震のような場合は Mt > M に

なる傾向がある。これらは地震性津波か非地震性津波であるかを判断する 1 つ

の指標になると考えられ、今回の津波は一般的な地震に伴う津波の発生機構と

は異なることを示している。なお、防災科学技術研究所が示した発震機構におい

ても通常の地震発震メカニズムとは異なることを示している（図 6）[23]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 通常、地震波のうち P 波及び S 波は固体地球内を伝播するが、水中を伝わることもあり、そのような波

を「T 波」という。T 波は地震波が海底面を強く揺する際に音波（縦波）に変換することで生じるため、海

底直下で発生する浅い地震や海底火山噴火に伴う振動によって生成されることが多い[24]。 
4 地震の規模を表すマグニチュードには複数の種類があり、同じ地震でも種別により値が異なる。代表的な

ものに、気象庁が国内の地震計で観測した地震波の最大振幅を使って算出するマグニチュード（M）、地震

計で観測した地震波全体を用いて求める震源の物理的な規模を表す地震モーメントという量を使って算出

するモーメントマグニチュード（Mw）、津波の高さの空間分布を使って算出する津波マグニチュード（Mt）

がある[25]。 
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図 6 防災科学技術研究所による 2023 年 10 月 9 日 6：00 に発生した 

鳥島近海の地震の発震機構（防災科学技術研究所、2023[23]） 

 

図 5 今回の津波による T 波の発生概要（地震調査研究推進本部、2023[1]） 
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２．３．２ 発生源付近の海底地形調査について 

今回の津波の発生後、海洋研究開発機構は発生源として推定された孀婦海山

において海底地形調査を実施し、速報的な結果として、東西に延びる孀婦海山の

中央付近にカルデラ状の海底地形があることを確認したとのことである（図 6 7）
[26]。そのカルデラ状地形の外輪の直径は約 6km、カルデラ状地形の北側に見られ

る中央火口丘の直径は約 2km、中央火口丘の最浅部の水深は約 900m とのことで

ある[26]。 

 

 

図 6 7 海洋研究開発機構による孀婦海山の海底地形調査結果[26] 

（提供 海洋研究開発機構） 

 

２．３．３ 鳥島沖の漂流軽石について 

10 月 20 日、海上保安庁の航空機からの観測で、鳥島西方約 50 ㎞の海域に軽

石とみられる浮遊物が南北約 80 ㎞にわたり点在していることが確認され[27]、そ

の後、気象庁によって海面上を漂流している軽石が採取された。採取された軽石

は、産業技術総合研究所及び東京大学地震研究所において分析が行われ、肉眼的

特徴から灰色軽石と白色軽石に分けられた。そのうち白色軽石については、ほと

：今回の調査で確認されたカルデラ状の地形 
：今回の調査で確認された中央火口丘 

● ：推定された T 波源の位置 
▼ ：広帯域海底地震計の位置 
◆ ：短周期海底地震計の位置 
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んど生物遺骸の付着が認められず、角張っているものが多く見られるとのこと

である。化学組成分析の結果、白色軽石は流紋岩の組成を示し、伊豆・小笠原弧

火山フロント西方に連なる背弧リフト内に分布する海底火山由来と考えられる

流紋岩の特徴と類似している。一方で、最近噴火活動が確認されている福徳岡ノ

場及び硫黄島、2022 年に変色水が認められた海徳海山並びに伊豆鳥島を含む伊

豆・小笠原弧の火山フロント上の火山の噴出物とは明確に異なる。このため採取

された白色軽石は、採取地点近傍を含む、背弧リフト内の海底火山の噴出物であ

る可能性が高いと考えられる[28]。 

 

２．３．４ 今回の津波発生のメカニズム 

今回の津波は、地震規模から推定される津波に対して大きな津波を観測した。

Sandanbata et al.（2024）[22]によると、今回の津波の発生時刻歴が T 波の発生

時刻に対応していることから、津波の発生源と T 波の発生源が共通し、孀婦海

山と推定され、津波の発生源は、震源深さが非常に浅い地殻内又は海底にある可

能性が示されている。発生原因の候補としては、海底噴火、山体崩壊、カルデラ

内断層運動、カルデラ崩壊等の火山活動のほか、先行して多発していた地震によ

って不安定化した地盤の海底地すべりが挙げられている[22]。 

また、津波が大きくなった原因として、津波の発生源を孀婦海山と仮定して日

本の南西沖の津波観測網で記録された波を分析した結果、津波は約 1.5 時間の

間に同じ場所で同じようなメカニズムで断続的に繰り返し発生しており、特に

振幅の大きな後半の主要イベントの発生間隔が、津波の周期（200～300 秒）と

同等であったために、波の増幅が生じたとの報告がある[22]。 

 

２．３．５ 今回の津波の推察 

本調査の結果より、伊豆鳥島近海では地震活動に伴う津波も発生するが、火山

活動が比較的活発で、それに伴う火山性地震の規模が比較的小さいにもかかわ

らず、大きな津波が発生する特徴的な地域であることがわかった。孀婦海山で発

見されたカルデラ地形及び周辺で採取された軽石の分析結果は状況証拠ではあ

るものの、伊豆鳥島近海地域の過去の津波発生履歴や今回の津波が地震規模に

比べて大きな津波であること、さらに、断続的に発生した T 波の発生源と津波

の発生源が共通する可能性があることを踏まえると、今回の津波の原因は、火山

活動に関連する現象が有力な候補の１つと考える。 
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３． まとめ 

 本調査の結果、今回の津波の発生原因は現時点では確定されていないが、火山

活動に関連した可能性がある。伊豆鳥島近海では、これまでにも火山活動による

地震及び津波が発生しており、類似の活動によるものと考えられる。規制基準5

では、津波を発生させる要因として火山活動についても考慮されていることか

ら、現時点では、規制基準、ガイド6等へ反映する知見は無いと考えるが、今後

引き続き情報収集活動を行い、十分な情報が得られてから再度判断する。 

 また、火山活動による地震及び津波の発生に関しては、新たな発生メカニズム

も提案されつつあるが、火山活動に伴う津波に影響を与える因子等については

不明な点も多く、事例の蓄積と共に、津波発生モデルも含めた更なる調査・分析

が必要である。そのため、引き続き関連情報を収集する。 

なお、伊豆鳥島近海での津波に関する個別の論文において、今後、最新知見等

が得られた際には、技術基盤グループ最新知見等の反映プログラムに沿って情

報共有を図ることとする。 
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